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令和 5年度(2023年度) 

厚生労働科学研究費補助金(エイズ対策政策研究事業) 

総合研究報告書 

拠点病院集中型の HIV 診療から、地域分散型の HIV感染症患者の医療・介護体制の構築 

HIV感染症患者の長期療養体制に関する研究 

研究代表者 猪狩英俊 千葉大学医学部附属病院 感染制御部 教授 

研究要旨：HIV感染症患者に提供する医療体制は、拠点病院集中型のものであり、HIV感染症患

者に安定的にかつ確実な治療を提供するために大いに寄与するものであった。しかしながら、

HIV 感染症患者の予後は改善し、長期生存が可能になった。非 HIV 感染症患者と同様に悪性腫

瘍・心臓血管疾患・慢性腎臓病・血液透析などの併存疾患の医療を行いながら、住み慣れた地

域で生活していくことができる医療体制(長期療養)を作ることが急務である。 

本研究は、拠点病院集中型の HIV診療から、地域分散型の医療・介護を提案するものである。 

厚生労働省より提示された「後天性免疫不全症候群に関する長期療養体制構築事業の手引き

(原案)Ver.1.1」に基づき研究を進めてきた。 

1. HIV感染症患者の長期療養体制の課題 

HIV感染症患者の長期療養体制を構築するためには、①自立支援医療の課題(制度・医療経済)、

②医療従事者への啓発活動(教育)、③利用可能な医療リソースの可視化(広報)へ絞り込み、④

HIV感染症患者の意思決定を支援することが必要である。 

① 自立支援医療の課題 自立支援医療の柔軟運用の効果を検証するためにモデルケースを選

定し、適応を検討した。しかしながら、適応には至っていない。地域の医療機関、特に診療

所が自立支援(免疫機能障害)の指定を受けることが困難であることが分かった。 

② 医療従事者への啓発活動 訪問看護ステーション等の介護・看護関連のサービス事業者を

対象に、最新の HIV 感染症に関する情報を提供すること、感染対策や偏見・差別など、HIV

感染症患者の受入の障壁を除去すること、HIV感染症患者の受入促進を図った。 

③ 利用可能な医療資源の可視化 千葉県と千葉県透析医会の支援を受けて、千葉県 HIV 透析

ネットワークを設立した。透析医療を要する HIV感染症患者の受入体制と、啓発活動を行っ

ている。同様に千葉県エイズ診療拠点病院との連携で、千葉県 HIV福祉サービスネットワー

クを設立した。訪問看護等、介護を要する HIV感染症患者の受入体制と啓発活動を行う。全

国の感染対策向上加算を算定する医療機関を対象に、HIV感染症患者の受入状況の調査を行

った結果、専門医、HIV感染症に関連する啓発、針刺し等に事故に備える体制が障壁になっ

ていることが分かった。 

④ HIV 感染症患者の意思決定の支援 HIV感染症患者の終末期を後方視的に分析した結果、意

思決定支援が十分でないケースがある。HIV感染症患者は援助要請がむずかしく、必要な支

援が提供されにくい。HIV感染症患者の意思決定支援にあたって、臨床心理士の支援が必要

になる。 

2  HIV感染症患者の動向分析(長期療養体制に向けた基礎的資料) 

千葉県内のHIV感染者の動向について分析した。2023年3月時点で、千葉県のHIV感染症患者は

1522人で増加傾向にあった。65歳以上の患者は全体の14.7%であり、徐々にこの比率は増加して

いる。東京隣接自治体では、患者の多くが東京都内の医療機関を受診している。長期療養体制を

視野に入れた、受診行動を勧奨したり、地域での受入体制を見直す必要がある。 

3．職種別活動を通して、長期療養体制構築に寄与する。 

① 歯科医師 HIV感染症患者の口腔内の衛生状態を確認した。口腔衛生管理の必要性を自覚し

ている人の割合は多いが、差別偏見・個人情報管理への不安などがあり、受診行動が制限さ

れている。この結果、口腔内の衛生状態が悪く、処置歯数が少ない。歯科医療機関では、HIV

感染症に対する教育啓発及び、感染対策についての指導が求められる。 
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② 薬剤師 保険薬局における抗HIV薬の服薬指導・在庫管理状況調査、抗HIV薬処方に対する病

院-保険薬局の連携体制調査、保険薬局の役割と地域連携セミナー開催、服薬指導重点項目に

関する冊子・ポケットガイド作成、更生医療指定薬局再調査した。このような連携や指導ツ

ールを通して、拠点病院から離れた地域に住むHIV感染症患者の治療継続が可能になる。 

③ 看護師 HIV感染症患者の長期療養に必要な地域看護力の向上を目指して、居宅看護サービ

スを提供している看護師等を対象に意見交換会を開催した。医療系大学の学生を対象に、HI

V感染症患者を招聘して講演会を開催した。HIV感染症に対する偏見差別の解消が目的であ

り、薬害の伝承も意図したものである。 

④ 医療ソーシャルワーカー 社会資源の可視化と資源ネットワークの強化を目的に、千葉県HI

V福祉サービスネットワークを設立した。訪問看護ステーションなどを中心に20施設が登録

している。千葉県版制度の手引き(改訂)を2023年12月に作成した。これは、HIV感染症患者が

利用できる制度をまとめた。前項の看護師、薬剤師の活動とも連携が可能である。 

⑤ 臨床心理士 終末期HIV感染症を分析した。HIV感染症患者は、心理的課題を多く抱えている

にもかかわらず、援助要請が難しいことがわかった。その結果、必要な支援が、適切な時期

に実施されていない。 

Ａ. 研究目的 

拠点病院集中型の HIV感染症患者の診療を、地域

分散型の HIV 感染症患者の医療・介護体制にシフ

トすることを研究目標とした。 

抗 HIV療法の進歩によって、HIV感染症患者の予

後改善し、非 HIV感染症患者と同様に、悪性腫瘍・

心臓血管疾患・慢性腎臓病・透析などの併存疾患

に対する医療を必要とする患者も増加している。

認知機能低下、一人暮らし世帯の増加など、生活

支援を要する患者の増加も想定されている。その

延長には、介護・看取りなどの終末期医療がある。

このように HIV 感染症患者に提供する医療は益々

多様化する。 

これらの課題解決には、拠点病院と地域の医療機

関の診療連携が重要視されている。(エイズ予防指

針) 更に、終末期医療も見据えて、厚生労働省は

「後天性免疫不全症候群に関する長期療養体制構

築事業の手引き」を策定した。(長期療養体制) 

第一の目的は、HIV感染症患者の長期療養体制の

課題抽出を行い、行政と協働する。モデルケース

を設定し、効果的な制度運営に結びつけていく。 

第二の目的は、HIV感染症患者の受診動向を自治

体別・医療圏別・年齢別に分析し、長期療養体制に

向けた基礎的資料とする。 

第三の目的は、職種別活動を通して、長期療養体

制構築に寄与する。千葉県 HIV 拠点病院会議は、

千葉県の委託事業であり、医師・歯科医師・看護

師・薬剤師・カウンセラー・医療ソーシャルワーカ

ーによる多職種連携組織である。①看護師部会で

は針刺し事故対応、②薬剤師部会では保険薬局の

教育啓発、③歯科医師部会では地域分担型の歯科

診療移行の課題分析などを行う。 

Ｂ．研究方法 

１ HIV感染症患者の長期療養体制の構築 

厚生労働省より提示された「後天性免疫不全症候

群に関する長期療養体制構築事業の手引き(原案) 

Ver.1.1」に基づき研究を進める。 

千葉県からの委託事業である千葉県 HIV 拠点病

院会議(事務局 千葉大学、県内の 10 エイズ拠点

病院が参加する多職種連携会議)の組織を使う。こ

れを、長期療養体制構築会議に位置づけた。 

長期療養体制構築会議の結果、①自立支援医療の

谷口俊文・千葉大学医学部附属病院・准教授 

坂本洋右・千葉大学医学部附属病院・講師 

鈴木貴明・山梨大学医学部附属病院・特任教

授 

塚田弘樹・東京慈恵会医科大学附属柏病院・ 

教授 

矢幅美鈴・千葉大学医学部附属病院・助教 

葛田衣重・千葉大学医学部附属病院・特任研

究員 

鈴木明子・城西国際大学看護学部・教授 
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課題(制度・医療経済)、②医療従事者への啓発活

動(教育)、③利用可能な医療リソースの可視化(広

報)へ絞り込み、④HIV感染症患者の意思決定を支

援することが課題としてあがった。これらを更に

分析し、具体化することとした。 

2 HIV感染症患者の動向分析。 

1)千葉県庁が公表している身体障害者手帳(免疫

機能障害 ほぼ HIV感染症患者と一致)を基に、①

市町村別の患者分布、②年齢層の変化(65 歳以上

に患者数)を明らかにする。 

2)千葉県疾病対策課と千葉市障害者センターに

協力を依頼し、千葉県内都市部(千葉市・船橋市・

市川市・松戸市・柏市・浦安市)の HIV感染症患者

の年齢分布と受診行動を経年的に明らかにする。 

3) 千葉市障害者センターに協力を依頼し、千葉

市内の HIV 感染症患者の受診行動と服薬状況を明

らかにする。 

 

3 HIV感染症患者の血液透析治療体制 

HIV 感染者の長期予後の改善と高齢化によって、

CKD(慢性腎臓病)を合併する患者が増加している。

この結果、HIV 感染者においても慢性維持透析が

必要な患者数の増加も見込まれている。千葉県透

析医会と協働して、HIV 感染患者の維持透析を行

う医療機関のネットワークを構築する。 

 

4 地域病院への HIV感染者診療の連携 

地域連携を重視した HIV 感染症患者の診療体制

の構築を想定した場合に課題となるのは、拠点病

院以外のどの病院で HIV 感染症患者の診療を担う

のかである。 

HIV感染症患者が必要とする HIV感染症以外の診

療(糖尿病や高血圧などの慢性疾患、歯科定期健診、

交通外傷や悪性新生物の治療など)を HIV 感染症

患者が希望する地域で障壁なく診療体制を組める

ことを目標とする。 

 

5 HIV感染症患者の歯科診療状況調査 

HIV 感染症患者の歯科診療について需要を検討

した。千葉大学医学部附属病院に通院する患者の

口腔内の衛生状態を確認し、歯科診療に対する意

識を調査する。 

HIV 感染症患者への歯科診療時に求められる個

人防護具、フェイスシールドについて検討する。 

 

6 HIV感染症患者が地域の保険薬局を選択した時

に対応できるシステム構築 

保険薬局における抗 HIV薬の服薬指導・在庫管理

状況調査、抗 HIV薬処方に対する病院-保険薬局の

連携体制調査、保険薬局の役割と地域連携セミナ

ー開催、服薬指導重点項目に関する冊子・ポケッ

トガイド作成、更生医療指定薬局再調査の 5 項目

を実施する。 

 

7 HIV感染症患者の長期療養に必要な地域看護力

の向上 

1)長期療養に必要な文献的研究と 2)地域の介護

事業所の担当者を対象に意見交換会を開催し、教

育啓発発動を行う。 

 HIV 感染症患者の受入実績のある訪問看護ステ

ーション等の介護・看護関連のサービス事業者や

HIV感染症の当事者を招聘し、HIV感染症に対する

啓発活動を行い、受入基盤の拡充を目指す。 

 医療系大学の学生に対しても、HIV 感染症の講

義を行い、啓発活動を行う。 

 

8 地域のエイズ拠点病院での診療体制の構築 

1)千葉県の東葛地域のエイズ診療拠点病院であ

る東京慈恵会医科大学附属柏病院にて、地域完結

型の医療介護体制の確立について実践的研究を行

う。 

 

9 HIV感染症患者の長期療養における医療ソーシ

ャルワーカーの役割についての研究 

HIV感染症患者の長期療養体制整備として、①高

齢患者に対して、生活支援の介護・福祉サービス

をスムーズに提供すること、②エイズ診療拠点病

院とかかりつけ医が協働する体制の構築を目指す。 

この目的のために、千葉県エイズ治療拠点病院会

議で検討し、行政への働きかけ、教育啓発活動、社

会資源の可視化に取り組む。 

利用可能な社会資源・制度を可視化した「手引き」

を作成する。 

 

10 長期療養における HIV 感染症患者の臨床心理

的支援に関する調査研究 

臨床心理士に求められ役割を分析することを目

的に 2 つの研究を行った。①死亡した HIV 感染症

患者の診療録から、長期療養における心理社会的

課題と支援の実態を明らかにすること、②定期受

診している HIV 感染症患者に面接を実施して、意

思決定のために求められる心理支援を明らかにす

ることである。 
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11 高齢者施設における HIV 感染症患者の受入拒

否を減らすために 

HIV 感染症患者の高齢化にともない、高齢者施

設へ入所する患者も増える。しかし、その受入に

あたっては、拒否が起こっている。この要因につ

いて分析する。 

 

(倫理面への配慮) 

 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針 令和 3 年 3 月 23 日(令和 4 年 3 月 10 

日一部改正)文部科学省、厚生労働省、経済産業省

を遵守することとする。必要に応じて研究計画書

を倫理審査委員会に提出し、承認をえることとす

る。 

 

Ｃ. 研究結果 

１ HIV感染症患者の長期療養体制の構築 

長期療養体制構築会議の症例検討会の結果、35項

目の課題が抽出された。実現の可能性を考慮し、

優先順位をつけた結果、①自立支援医療の課題(制

度・医療経済)、②医療従事者への啓発活動(教育)、

③利用可能な医療リソースの可視化(広報)へ絞り

込み、④HIV 感染症患者の意思決定を支援するこ

と、を重点課題とした。 

①自立支援医療の課題 令和 3年末に、厚生労働

省から「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障

害者 に対する 指定自立支援医療機関の指定 に

ついて」という通知が発出され、自立支援医療の

柔軟運用が可能になった。モデルケース候補を 3

例ほど選び、適応を検討した。しかしながら、適応

には至っていない。地域の医療機関、特に診療所

が自立支援(免疫機能障害)の指定をとることが困

難であることが分かった。 

②医療従事者への啓発活動 

訪問看護ステーション等の介護・看護関連のサー

ビス事業者を対象に、意見交換会を開催した。最

新の HIV 感染症に関する情報を提供すること、感

染対策や偏見・差別など、HIV 感染症患者の受入の

障壁を除去すること、HIV 感染症患者の受入促進

をすることを目的とした。また、千葉県庁健康福

祉部疾病対策課へも、教育研修の機会を設定する

ことを求めた。千葉県および千葉県が関連する団

体の研修にて、HIV 感染症に関する情報提供を行

った。 

このような活動を通して、HIV感染症患者の受入

に前向きな施設や医療従事者が増えている。 

③利用可能な医療資源の可視化 千葉県透析医

会の支援を受けて、千葉県 HIV 透析ネットワーク

を設立した。透析医療を要する HIV 感染症患者の

受入体制と、啓発活動となっている。 

 同様に千葉県 HIV 診療拠点病院との連携で、千

葉県 HIV 福祉ネットワークを設立した。訪問看護

や介護を要する HIV 感染症患者の受入体制と啓発

活動を行うことになる。 

全国の感染対策向上加算を算定する医療機関を

対象に、HIV 感染症患者の受入状況の調査を行っ

た。既に、受入実績のある医療機関も多い。今後の

連携先として有力な候補である。 

受入課題として、専門医が不在、HIV感染症に関

連する啓発が不十分、針刺し等に事故に備える体

制が不十分であることが障壁になっていることが

分かった。これまでの調査では、HIV感染症患者の

居住地域と感染制御部対策向上加算を算定する医

療機関は一致しており、これらの医療機関が受入

に前向きになることが重要である。 

④HIV感染症患者の意思決定の支援 

 一般に普及している ACP(アドバンスケアプラン

イング)の導入について検討を行なった。HIV感染

症患者の場合、告知の問題が障壁となっている。

まだ、調査の端緒についたところであるが、継続

して研究する予定である。 

 

2 HIV感染症患者の動向分析 

2022 年 3 月時点で、千葉県の HIV 感染症患者は

1522人で増加傾向にあった。65歳以上の患者は全

体の 14.7%であり、徐々にこの比率は増加してい

る。 千葉県内の HIV感染症患者は増加傾向にあり、

高齢化を伴っていた。都市部と郡部にて、高齢化

の進行に違いは見られなかった。 

東京隣接自治体では、患者の半数以上が東京都内

の医療機関を受診している。長期療養体制を視野

に入れた、受診行動を勧奨したり、地域での受入

体制を見直したりする必要がある。 

HIV感染症患者の高齢化を想定した場合、都市部

においても、その他の地域においても医療資源の

適正配置そのもの課題があることがわかった。 

千葉市の HIV感染症患者をみると、高齢化の進行

は顕著であるが、地域完結型の受診をしており、

長期療養体制を構築しやすいことがわかった。 

治療レジメンをみると STR(シングルタブレット

レジメン)の処方割合が増加しており、服薬アドヒ

アランスと服薬指導、服薬管理の視点から望まし

いと考えられた。特に、HIV 診療を専門としない保

険薬局での対応が容易になると考えられる。 
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3 HIV感染症患者の血液透析ネットワーク 

千葉県透析医会と協働して、2021 年 3 月に千葉

県 HIV透析ネットワークを設立した。2022年 9月

より事務局を千葉大学病院感染制御部に移動した。

千葉県 HIV 診療拠点病院会議と千葉県の協力も得

て、ネットワークへの参加募集を行った。 

現在、20 の透析施設が参加し、全ての医療圏で

HIV感染症患者の透析が可能な状態になっている。 

このネットワークの機能を強化するためには、登

録施設を増加すること、透析医療機関を対象とす

る教育啓発活動を行うこと、行政が強く関わるこ

と、が求められる。 

 

4 地域病院への HIV感染者診療の連携 

2022年 10月 1日に感染対策向上加算 1・2・3を

算定している病院(エイズ診療拠点病院を除く)を

対象にアンケートを行った。 

HIV感染症患者の診療の障壁は、専門医不在と針

刺し事故の対応(抗 HIV 薬が手元にないこと)であ

った。 

外来患者の受入と回答した加算 1 と 2 の病院は

それぞれ 80.6％、62.3％であった。入院患者では、

56.0％と 26.4％であった。 

このような結果から、感染対策向上加算 1と 2を

算定している病院は地域連携の候補になると考え

る。 

今後取り組まなければならないこととして、HIV

陽性者は HIV の治療以外でも「専門医でなければ

診られない」という思い込みの解消と、針刺し・体

液曝露に対する対応を迅速にして安心して診療で

きる体制を構築することである。 

 

5 HIV感染症患者の歯科診療状況調査 

HIV 感染患者の千葉県内エイズ治療拠点病院に

おける歯科治療状況の調査を行った。93%は、既に

HIV の感染症に対する治療が開始されている患者

であった。全ての施設で、標準予防策での診療を

行い、全身麻酔の手術も可能であった。 

このような結果より、HIV感染患者の歯科観血的

処置は、内科との連携・血液データの確認等が重

要であり、エイズ診療拠点病院での処置が推奨さ

れる。 

歯科治療全般については、標準予防策で十分であ

り、一般歯科診療所(かかりつけ歯科)で十分対応

可能であることを今後啓蒙していく必要がある。 

歯科処置による口腔内に発生する飛沫によるフ

ェイスシールドの汚染を調査した。この結果、口

腔内細菌の飛散が確認できた。ウイルスに汚染さ

れた血液の飛散も予想され、皮膚等の傷からの感

染、眼および鼻粘膜、口腔粘膜からの感染の可能

性があることから、フェイスシールドの着用は有

用である。 

HIV 感染患者は口腔衛生管理の必要性を自覚し

ている人が多く、歯科診療所へ受診需要が多いこ

とがわかった。しかし、偏見,差別,個人情報の漏

洩等の理由で歯科を受診したくても受診できない

理由がある。このため、HIV 感染患者は口腔状態が

悪い,処置歯数が少ないことがわかった。 

 

6 HIV 感染症患者が地域の保険薬局を選択した

時に対応できるシステム構築 

病院薬剤師と保険薬局間で、抗 HIV薬に関する交

流を通して、双方向の情報提供が可能になる。特

に、保険薬局に対しては、「服薬指導時の注意点」

「抗 HIV薬選択理由」「副作用」の情報提供、病院

薬局に対しては、「服薬アドヒアランス状況」「相

互作用」「生活スタイルの変化」の情報提供が Key

となる。セミナー開催もその一助となり、教育啓

発機会として極めて重要である。 

このような経過を踏まえて、薬局での服薬指導ポ

イントガイド(冊子、ポケットガイド)を作成し、

千葉県の HP からもダウンロードが可能にしてい

る。 

 

7 HIV感染症患者の長期療養に必要な地域看護力

の向上 

国内外の文献検討を実施し、HIV 感染症患者の

長期療養に関する状況と課題、効果的な支援の方

略について検討した。「HIV 感染症患者の長期療養

を地域で支えるために」と題した意見交換会を 5

回開催した。対象は、訪問看護ステーション、高齢

者施設など地域で医療サービスを提供する事業者

である。 

HIV 感染症患者の地域看護の課題として 2 点を

挙げた。1施設に受け入れを断られる、拒まれる場

合があること 2 高齢化した HIV の感染症患者は

拠点病院に通院することが困難になることである。 

HIV 陽性者受け入れ困難の理由として、感染対

策の知識不足、医師の不在、拠点病院との関係、受

け入れの経験がないことが挙げられた。講義ベー

スで行われた教育では、HIV/AIDS に関する歴史、

文化、法律も十分必要であり、参加者同士が学び

合うこと、当事者の声を学ぶという内容を入れる
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ことが支援者自身のスティグマを軽減するために

重要であった。 

鈴木らが所属する城西国際大学では、HIV 感染

症の教育啓発活動を行った。看護学部・福祉総合

学部・薬学部合同で、はばたき事業団より講師を

招聘し、「薬害エイズ事件の被害と現在、今後の課

題～薬害エイズ事件を教訓に、二度と薬害を繰り

返さないために」の教育啓発活動を行った。 

 

8 地域のエイズ拠点病院での診療体制の構築 

東京慈恵会医科大学附属柏病院では、HIV感染症

患者の高齢化に伴い、東京都内に通院する患者が

地域の病院へ回帰する受診行動の変化に対応でき

る診療体制の構築を推進した。 

院内限定で、多職種チーム(HST：People Living 

with HIV patient Support Team)を立ち上げ、行

政機関・地域関連機関との情報共有する機会を設

けた。 

病院薬剤師と保険薬局との薬薬連携会議を開催

した。HIVの感染症の勉強会の開催からはじまり、

柏市訪問看護連携会への参加、患者・他機関向けの

冊子発行、事例検討会の開催を行い、行政機関・訪

問診療・介護関係機関との連携を進めた。 

東葛地区(千葉県の東京都隣接地域)の4か所の

エイズ診療拠点病院との関係者会議を開催して、

各施設での問題点を共有し、解決策を検討した。 

HIV感染症患者の高齢化に伴い、行政機関・訪問

診療・介護施設など関連機関との連携が今後の大

きな課題であることも分かった。 

 

9 HIV感染症患者の長期療養における医療ソーシ

ャルワーカーの役割についての研究 

厚生労働省の通知(HIV感染症・エイズに関する医

療体制について(依頼)(令和3年3月11日)、ヒト免

疫不全ウイルスによる免疫機能障害者に対する指

定医療機関の指定について(令和3年12月23日)を

もとに、非拠点病院や診療所等がHIV感染症患者の

治療やケアに参加できる体制づくりを、千葉県庁

障害福祉推進課に求めた。 

社会資源の可視化と資源ネットワークの強化を

目的に、千葉県エイズ治療拠点病院会議の組織と

して2023年3月に千葉県HIV福祉サービスネットワ

ークを設立した。訪問看護ステーションなどを中

心に20施設が登録している。 

千葉県版制度の手引き(改訂)を2023年12月に作

成した。これは、HIV感染症患者が利用できる制度

をまとめたものである。千葉県内の拠点病院、行政、

上記の福祉サービスネットワーク登録事業所に配

布した。PDF化したものを千葉大学医学部附属病院

感染制御部のHPに掲載している。  

 

10 長期療養における HIV 感染症患者の臨床心理

的支援に関する調査研究 

HIV感染症患者の長期療養において、多くの心理

社会的課題が生じている。終末期HIV感染症患者の

診療録を分析した。その結果、HIV感染症患者は、

援助要請が難しいことがわかった。その結果、必要

な支援が、適切な時期に実施されていない。 

高齢HIV感染症患者に対する面接を行った結果、

長期療養の意思決定を行う場合、促進要因と阻害

要因があった。これらを理解した上で、心理支援を

行う必要がある。特に、家族関係を重要視している

ことがわかった。 

 

11 高齢者施設のおける HIV 感染症患者の受入拒

否を減らすために 

受入拒否の背景には、HIV感染症に対する教育啓

発活動が不十分で、誤った情報や無知が背景にあ

る。教育啓発のセミナーの前後でのアンケート調

査から、看護職・介護職の半数弱が当初否定的な感

情を持っている。しかし、HIVに関する科学的な知

識が得られたことにより多くは解消されることが

わかった。 

HIV感染症患者の高齢化に伴い、福祉施設等にお

ける受け入れをスムーズに行うためには、職員に

対する正しい知識の周知・啓発機会を作ることが

必要不可欠である。そして、施設長の正しい判断が

求められる。 

 

Ｄ. 考察 

長期療養体制にむけて、「後天性免疫不全症候群

に関する長期療養体制構築事業の手引き(原案) 

Ver.1.1」に基づき研究を進めてきた。 

長期療養体制を構築する場合、①自立支援医療の

課題(制度・医療経済)、②医療従事者への啓発活

動(教育)、③利用可能な医療リソースの可視化(広

報)へ絞り込み、④HIV感染症患者の意思決定を支

援すること、を重点課題とした。 

自立支援医療の柔軟運用にむけて、千葉県とは協

議の場をもった。私たちが想定した地域の医療機

関が自立支援(免疫機能障害)の指定を受けるため

には、施設基準をクリアすることが必要である。 

医療従事者への啓発活動は継続的に実施する必

要がある。継続的に意見交換会(介護事業者等を対
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象とした勉強会を兼ねる)では、HIV感染症患者を

受入に抵抗感がない事業所、医療従事者が増えて

きている。HIV感染症患者の数を想定すれば、最小

限の基準はクリアしたと考える。しかし、長期療

養を必要とする患者や提供する医療の質と量を考

えると、継続して実施することが必要になる。 

利用可能な医療資源の可視化として、千葉県 HIV

感染症透析ネットワーク、千葉県 HIV 感染症福祉

ネットワークを設立した。これらは、HIV感染症患

者が透析・介護等にアクセスするための組織であ

るが、教育啓発活動を行う組織でもある。 

HIV 感染症患者の併存疾患に対する医療を提供

する医療機関(地域連携)として、感染対策向上加

算を算定する医療機関を有力候補と考えている。

実際の受入実績のある医療機関もある。課題とし

て、専門医の存在、針刺し事故対応があがったが、

解決できない課題ではないと考えている。 

HIV 感染症患者の受診動向はこれまでの結果と

同じである。この 3年間の調査を通して、HIV感染

症患者の高齢化が顕在化し、地域に戻される患者

が確実に増えている。(東京から千葉へ)単なる数

字の変動以上に、実際の患者受入依頼が発生して

いる。この場合、個別の対応になりやすく、当事者

も担当者も莫大なエネルギーを費やすことになる。

医療インフラとして、長期療養体制を構築する必

要がある。 

今回の私たちの研究と同様に、長期療養体制の研

究が愛媛県でも進められている。愛媛県の高田医

師を代表とする研究班とはこれまでに 2 回のオン

ライン会議を開催した。この研究を開始するにあ

たって、全国展開できるものをという要請があっ

た。共通の課題として、高齢 HIV 感染症患者を他

の地域から受入する体制の構築があげられた。そ

の一方で、それぞれの地域での医療体制の独自色

があることが分かった。 

この後、全国のどの地域でも発生する長期療養体

制の課題である。まずは、それぞれの地域での HIV

患者の数、受診動向、居住地に関連する基礎資料

を作成することが求められる。専門医の確保、感

染対策の教育啓発については、継続して行う課題

になる。 

 

Ｅ．結論 

長期療養体制の構築には、①自立支援医療の課

題(制度・医療経済)、②医療従事者への啓発活動(教

育)、③利用可能な医療リソースの可視化(広報)へ

絞り込み、④HIV 感染症患者の意思決定を支援す

ることを重点項目とし取り組んでいくことが重要

である。 

特に②と③は、行政(千葉県)や関連の医療団体

との連携により、一定の成果に繋がってきた。 

HIV 感染症患者の高齢化が確実に進んでいるこ

とを考えると、対策をさらに加速する必要がある。 

 

Ｆ．研究発表 

 1.  論文発表 

田代萌、谷口俊文、猪狩英俊 MMPIを用いた HIV

感染者の心理的特徴の検討 日本エイズ学会誌 

2023;25巻 

 

2.  学会発表 

口頭発表 

柴田幸治、古谷佳苗、葛田衣重、今野江利子、矢

幅美鈴、谷口俊文、猪狩英俊,HIV感染者に係る

看護職・介護職の意識はどう変わるのか～受け入

れを躊躇する職員へのサポートメッセージ～ 第

37回日本エイズ学会 学術集会・総会 2023年

12月 3日から 4日 京都 

 

谷口俊文、矢幅美鈴、葛田衣重、猪狩英俊, HIV

診療体制の地域連携強化に向けた病院の課題と可

能性：感染対策向上加算算定病院に対する全国ア

ンケート調査 第 36回日本エイズ学会学術集

会・総会 第 37回日本エイズ学会 学術集会・総

会 2023年 12月 3日から 4日 京都 

 

菊地正、西澤雅子、小島潮子、大谷眞智子、

Lucky Runtwene、椎野禎一郎、豊嶋崇徳、伊藤俊

広、林田庸総、潟永博之、岡慎一、古賀道子、長

島真美、貞升健志、佐野貴子、近藤真規子、宇野

俊介、谷口俊文、猪狩英俊、寒川整、中島秀明、

吉野友祐、堀場昌英、茂呂寛、渡邉珠代、蜂谷敦

子、今橋真弓、松田昌和、重見麗、岡﨑玲子、岩

谷靖雅、横幕能行、渡邊大、阪野文哉、川畑拓

也、藤井輝久、高田清式、中村麻子、南留美、松

下修三、饒平名聖、仲村秀太、健山正男、藤田次

郎、吉村和久、杉浦亙, 2022年の国内新規診断

未治療 HIV感染者・AIDS患者における薬剤耐性

HIV-1の動向 第 37回日本エイズ学会 学術集

会・総会 2023年 12月 3日から 4日 京都 

 

猪狩英俊,谷口俊文,矢幅美鈴,葛田衣重, HIV感染

症患者の高齢化と医療受診行動に関する調査研究 

第 37回日本エイズ学会 学術集会・総会 2023年
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12月 3日から 4日 京都 

 

猪狩英俊 「エイズ予防指針」新時代の課題：エ

イズ医療体制のこれまでとこれから 第 37 回日本

エイズ学会 学術集会・総会 2023年 12月 3日

から 4日 京都 

 

渡邉未来、葛田衣重、新津富央、猪狩英俊, HIV

感染症患者の長期療養における心理社会的課題と

その支援に関する後方視的調査 第 37回日本エ

イズ学会 学術集会・総会 2023年 12月 3日から

4日 京都 

 

築地茉莉子、鈴木貴明、菅谷修平、猪狩英俊、石

井伊都子, 抗 HIV薬処方に対する病院₋保険薬局

薬剤師の連携体制に関する横断研究 第 37回日

本エイズ学会 学術集会・総会 2023年 12月 3日

から 4日 京都 

 

登佳寿子、日笠真一、石原正志、築地茉莉子、國

本雄介、木村丈司、山本有紀、治田匡平、柏原陽

平、藤井健司. HIV 感染患者における抗 HIV 薬

と併用薬の使用状況及び抗 HIV 療法の治療満足

度との関連：患者報告アウトカム多施設共同研

究. 第 37回日本エイズ学会学術集会・総会 第

37回日本エイズ学会 学術集会・総会 2023年 12

月 3日から 4日 京都 

 

國本雄介、日笠真一、石原正志、築地茉莉子、登

佳寿子、木村丈司、山本有紀、治田匡平、柏原陽 

平、藤井健司、福土将秀. インテグラーゼ阻害薬

を含む STR 服用患者における服薬不遵守の危険

因子：患者報告アウトカム多施設共同研究. 第

37回日本エイズ学会学術集会・総会 2023年 12

月 3日から 4日 京都 

 

木村丈司、日笠真一、石原正志、築地茉莉子、國

本雄介、登佳寿子、山本有紀、治田匡平、柏原陽

平、藤井健司. HIV 感染患者におけるウイルス抑

制とその関連因子：患者報告アウトカム多施設共

同研究. 第 37回日本エイズ学会学術集会・総会 

2023年 12月 3日から 4日 京都 

 

 

 

 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

1.特許取得   なし 

2.実用新案登録 なし 

3.その他    なし 
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令和 5年度（2023年度） 

厚生労働科学研究費補助金(エイズ対策政策研究事業) 

（総合）分担研究報告書 

拠点病院集中型の HIV診療から、地域分散型の HIV患者の医療・介護体制の構築 

千葉県内 HIV感染症患者の動向 

研究分担者 猪狩英俊 千葉大学医学部附属病院 感染制御部 教授 

研究要旨: 

HIV 感染症患者の長期療養体制を構築する上で、基礎となる千葉県内の HIV 感染症患者の動向に

ついて、経年的に調査を行った。千葉県内の HIV 感染症患者は増加傾向にあり、高齢化を伴って

いた。都市部とその他の地域で、この傾向に大きな違いはなかった。エイズ診療拠点病院は、都市

部を中心に配置されていることから、今後に診療に影響が出てくる可能制がある。都市部において

も、HIV 感染症患者の受診動向をみると、半数以上が東京都内の医療機関を受診している。HIV 感

染症患者の高齢化を想定した場合、都市部においても、その他の地域においても医療資源に課題が

あることがわかった。 
千葉市の HIV 感染症患者をみると、高齢化の進行は顕著であるが、地域完結型の受診をしており、

長期療養体制を構築しやすいことがわかった。治療レジメンをみると STR(シングルタブレットレ

ジメン)の処方割合が増加しており、服薬アドヒアランスと服薬指導、服薬管理の視点から望まし

いと考えられた。HIV 感染症患者の高齢化が確実に進行している。長期療養体制を構築する場合、

①HIV 感染症患者の地域分布、②HIV 感染症患者を診療する拠点病院、③HIV 感染症患者の受診

行動、④HIV 感染症患者の服薬レジメンなど多角的な対策を検討する必要がある。 

Ａ. 研究目的 

 HIV 感染症患者の長期療養体制整備が急務にな

っている。背景には、有効で強力な治療薬が開発

され、HIV に感染していない人と同様の生命予後

が期待されるようになった。それに伴い、生活習

慣病関連の併存疾患に対する医療も求められるよ

うになったことがあげられる。 

本研究では、千葉県内の HIV 感染症患者の動向

を調査し、長期療養体制を構築する上での基本資

料とする。 

 

Ｂ．研究方法 

1 千葉県庁が公表している身体障害者手帳(免

疫機能障害 ほぼ HIV感染症と一致) を基に、①

市町村別の患者分布、②年齢層の変化(65 歳以上

に患者数)を明らかにする。 
2 千葉県疾病対策課と千葉市障害者センター

の協力を依頼し、千葉県内都市部(千葉市・船橋市・

市川市・松戸市・柏市・浦安市)の HIV陽性患者の

年齢分布と受診行動を経年的に明らかにする。 

3 千葉市障害者センターの協力を依頼し、千葉

市内の HIV 感染症患者の受診行動と服薬状況を明

らかにする。 

 

 

 

Ｃ. 研究結果 

1 千葉県内で身体障害者手帳免疫機能障害を取

得している患者は、1522 人(前年より 55 人

増)(2022年 3月 31日)であった。65歳以上の患者

は 224人(前年より 27人増)で全体の 14.7%（前年

より 1.3%増加）であった。HIV 感染症患者の高齢

化がこの 1 年間に進んだことを示す結果になった。 

情報公開のあった 2011年 3月 31日は、766人の

患者がいて、65歳以上の患者は 9.0%であった。こ
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の10年間にHIV感染症患者数は、2.0倍に増加し、

高齢者の占める割合も増えた。この傾向は、現在

も続いている。 

 都市部とその他の地域を比較してみたところ、

患者数の増加も高齢化の進行も同様であった。 

 
2 都市部の患者の受診動向 

都市部の患者数は、831人で千葉県内の HIV感染

症患者の 55%である。この比率はこの 10年間、一

定している。 

都市部の高齢 HIV 感染症患者の動向として 50 歳

以上の患者が占める比率(%)を次の表に示す。  

2018 2019 2020 2021 2022 

千葉市 44 44 44 48 53 
船橋市 40 45 49 48 47 
市川市 34 34 43 39 46 
柏市 - 37 39 38 43 
松戸市 31 35 43 48 48 
浦安市 - 22 21 24 28 

 高齢化の進行が遅れている自治体があるが、千

葉市、船橋市、市川市、松戸市はほぼ半数が 50歳

以上である。 

 

 HIV 感染症患者が受診する医療機関の所在地を

分析すると次の表になった。  

東京都 千葉県 他 千葉県% 

千葉市 60 160 4 71% 

船橋市 94 51 1 35% 

市川市 111 23 10 16% 

柏市 52 44 10 42% 

松戸市 76 59 5 42% 

浦安市 44 27 3 36% 

 千葉市では千葉県内の受診する患者は 71%と多

く、地域内での HIV診療が完結している。しかし、

他の 4 自治体では東京都内の医療機関を受診する

患者が半数を超えていた。この傾向は、調査が始

まってから大きな変化はない。 
 
3 千葉市内の HIV感染症患者の受診行動 

 千葉市内の HIV 陽性患者は 224 人である。年齢

分布をとると次のグラフのようになる。 

 釣り鐘型の年齢分布は高齢化の方向へ徐々にシ

フトしてきている。 

 

 受診病院は、千葉大学医学部附属病院が 106 人

(48%)、国立病院機構千葉医療センターが 34 人

(16%)、千葉市立青葉病院(非拠点病院)が 9人(4%)

であった。千葉市内の 3病院で 149人(68%)の患者

を診療している。 

 

 抗 HIV 薬の実施状況と、治療薬(STR：シングル

タブレットレジメン)の調査結果は次の表の通り

になった。 

年 N 未治療 STR (%) 
2018 189 2 54 29 

2019 192 0 61 32 

2020 205 3 79 39 

2021 209 4 87 42 

2022 221 3 102 45 
 ほぼすべての HIV 感染症患者が治療をうけてい

る。また、STR の処方に注目すると、この比率が

徐々に増加していることが示された。 

 

Ｄ. 考察 

今回の調査結果の結果、千葉県内の HIV 感染症

患者は増加しており、年齢内訳をみると高齢化が

進んでいることが示された。 

HIV 感染症患者は都市部多いが、都市部もそれ

以外の地域でも同様に高齢者の割合が増加してい

ることがわかった。拠点病院は人口の多い地域に

配置されていることから、高齢患者が増加した場

合には、HIV 感染症患者の診療に課題があること

がわかった。 

都市部のみの調査に限定されるが、高齢化の進
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行が進んでいる地域があることがわかった。また、

患者の受診行動をみると、東京都内の医療機関を

受診する人が半数以上を占めている。HIV 感染症

患者が高齢化し、地域での医療を希望することが

想定される。その場合、このような患者の存在が

認識されていない可能性がある。HIV 感染症患者

の長期療養を行う上で、課題となる。 

その中で、千葉市に焦点をあてると、50歳以上

の高齢者の割合は 53%と高い。しかし、受診動向を

みると千葉市内の医療機関の受診者が 3 分の 2 で

あり、地域完結型の診療が行われていることを確

認できた。この傾向は以前からも確認している。

実診療を振り返ると、HIV 感染症患者が何らかの

イベント(悪性腫瘍がみつかる、脳梗塞を発症、認

知症で自立が不可能になる)を発生しても、診療の

継続は比較的できていた。 

抗 HIV 薬による治療状況調査では、ほぼすべて

の HIV 感染症患者が抗ウイルス薬による治療を受

けていた。さらには、STR の処方状況をみると、

徐々に増加している。錠数の多い処方は、服薬ア

ドヒアランスの低下が懸念される。特に、高齢者

では顕著になる。地域医療を考えると、STRの増加

は、①患者の治療アドヒアランス、②地域の保険

薬局での服薬指導の簡便化、③施設入所の際の服

薬管理の簡便化などで有効と考えられる。 

 

Ｅ．結論 

HIV感染症患者の高齢化が確実に進行してい

る。長期療養体制を構築する場合、①HIV感染症

患者の地域分布、②HIV感染症患者を診療する拠

点病院、③HIV感染症患者の受診行動、④HIV感

染症患者の服薬レジメンなど多角的な対策を検討

する必要がある。 

 

 

Ｆ．研究発表 

 1.  論文発表 

   なし 

 

2.  学会発表 

1) 猪狩 英俊,谷口 俊文,矢幅 美鈴,葛田 衣
重 HIV 感染症患者の高齢化と医療受診行動に

関する調査研究 第 37 回日本エイズ学会 学術集

会・総会 2023 年 京都 
2) 猪狩英俊 「エイズ予防指針」新時代の

課題：エイズ医療体制のこれまでとこれから 第
37 回日本エイズ学会 学術集会・総会 2023 年 

京都 
 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

 

1.特許取得   なし 

2.実用新案登録 なし 

3.その他    なし 
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令和 5年度（2023年度） 

厚生労働科学研究費補助金(エイズ対策政策研究事業) 

（総合）分担研究報告書 

「拠点病院集中型の HIV診療から、地域分散型の HIV患者の医療・介護体制の構築」 

地域病院への HIV 感染者診療の連携 

研究分担者 谷口 俊文   千葉大学医学部附属病院  感染制御部 准教授 

 

Ａ．研究目的 

 エイズ拠点病院集中型から地域連携を重視した

HIV診療体制の構築を目標にする上で課題となるの

は拠点病院以外のどの病院で HIV 感染者の診療を

担うのかである。 

本分担研究では必ずしも HIV 治療を拠点病院以

外で行うことを目標とせず、HIV 感染者が必要とす

る HIV 以外の診療（糖尿病や高血圧などの慢性疾患、

歯科定期健診、交通外傷や悪性新生物の治療など）

を HIV 感染者の希望する地域で障壁なく診療体制

を組めることを目標とする。 

そこで HIV 診療における地域連携を考えるうえ

で、感染対策向上加算を算定している病院が担うこ

とができるか検討する。 

 

Ｂ．研究方法 

令和 4 年 10 月に病感染対策向上加算 1、2 および

3 を算定する全国の病院（エイズ拠点病院を除く）に

対するアンケート調査を令和 5 年 2 月に行った。 

 

Ｃ．研究結果 

全国のエイズ拠点病院を除いた感染対策向上加算

１を算定する 889 病院のうち 284 病院（31.9％）、

感染対策向上加算２を算定する 1058 病院のうち

220 病院（20.8％）、感染対策向上加算 3 を算定する

2008 病院のうち 297 病院（14.8％）、合計 802 病院

から回答を得た。 

 

【質問１】回答を得た都道府県のうち、もっとも多

いのは大阪府（56 病院）、東京都（55 病院）、北海道

（54 病院）であった。もっとも回答率の高いのは沖

縄県（41.7％）、千葉県（35.9％）そして奈良県（32.6％）

であった。 

 【質問２】算定している感染対策向上加算は加算 1

が 284 施設（35.4％）、加算 2 が 220 施設（27.4％）、

加算 3 が 297 施設（37.0％）、以前算定していたが中

止した施設が 1 施設であった 

【質問３】自立支援医療（免疫障害）を病院として

算定可能かどうかに関しては、「はい」と応需可能と

答えた病院が 42 病院（5.2％）であった。 

  

【質問４】「HIV に感染している患者さんは通院し

ていますか？」という質問に対しては「はい」が 119

病院（14.8％）、「いいえ」が 534 病院（66.6％）、「わ

からない」（18.6％）が 149 病院であった。 

 

【質問５】「HIV に感染している患者さんの入院（手

術を含む）」は可能ですか？」という質問に対して「は

い」が 272 病院（33.9％）、「いいえ」が 276 病院

（34.4％）、「状況次第」が 254 病院（31.7％）であ

った。 

 

【質問６】「HIV に感染している患者の外来診療は

可能ですか？（外来診療は HIV の治療は含まず、生

活習慣病、感冒、腰痛や子宮頸がん検診など一般的

な疾病の診療を指します）」という質問に対しては

「はい」が 499 病院（62.2％）、「いいえ」が 118 病

院（14.7％）、「状況次第」が 185 病院（23.1％）で

あった。 

 

【質問７】「HIV や慢性 B 型肝炎・C 型肝炎に感染

している患者の血液・体液による自施設の病院職員

への針刺しもしくは体液曝露に対してマニュアルは

ありますか？」に対しては「はい」が 786 病院

（98.0％）、「いいえ」が 5 病院（0.6％）、その他の回

答が 11」病院（1.4％）であった。+ 

 

【質問８】「HIV や慢性 B 型肝炎・C 型肝炎に感染

している患者の血液・体液による自施設の病院職員

への針刺しもしくは体液曝露に自施設で対応は可能

ですか？（HIV に対する曝露後予防薬や B 型肝炎に

対するグロブリン製剤など）」という質問に対しては、

「はい」が 374 病院（46.6％）、「いいえ」が 234 病

院（29.2％）、その他の回答が 194 病院（24.2％）で

あった。 

 

【質問 9】「HIV や慢性 B 型肝炎・C 型肝炎に感染

している患者の血液・体液による針刺しもしくは体

液曝露に対して近隣の病院もしくは開業医・歯科医

院からの対応は可能ですか？」という質問に対して、 

研究要旨：エイズ拠点病院集中型から地域連携を重視した HIV 診療体制の構築で課題となる

のは拠点病院以外のどの病院で HIV 感染者の診療を担うのかである。本研究では病院感染防

止対策加算を算定している病院が担うことができるか検討することが必要である。 
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「はい」が 344 病院（42.9％）、「いいえ」が 321 病

院（40.0％）、その他の回答が 137 病院（17.1％）で

あった。 

 

【質問 10】最後に「HIV に対して性行為などによる

非職業的曝露後予防に対する対応（抗 HIV 薬の処方）

はしていますか？」に対しては「はい」が 31 病院

（3.9％）、「いいえ」が 737 病院（91.9％）、その他

の回答が 30 病院（4.2％）であった。 

 

 

Ｄ. 考察 

感染対策向上加算１、2 および 3 の病院で HIV 感

染者の受け入れを可能にするためには専門医の普及、

知識の啓蒙と針刺し・体液曝露の予防薬配置が重要

である。全規模の調査で、HIV、HBV および HCV

に対する針刺し・粘膜曝露事故に対するマニュアル

は整備されているが、対応ができない病院が多いと

いう実態も明るみに出た。地方などで HIV 感染症の

疾患頻度が低い場合には、自治体や拠点病院などを

中心に針刺し・粘膜曝露事故への対応を整備するこ

とが、今後すべての病院で HIV 感染者の受け入れが

可能となる課題であることが考えられる。 

 

 

Ｅ．結論  

 感染対策向上加算を算定している病院でも、HIV

感染者の受け入れや、針刺し・粘膜曝露事故への対

応は一様にできるわけではない。エイズ拠点病院以

外での HIV 感染者の受け入れを促進するためには、

自治体やエイズ拠点病院を中心とした体制整備を行

う必要がある。 

 

Ｆ．研究発表 

特になし 

 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

 

1.特許取得   なし 

2.実用新案登録 なし 

3.その他    なし 
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令和 5年度（2023年度） 

厚生労働科学研究費補助金(エイズ対策政策研究事業) 

（総合）分担研究報告書 

拠点病院集中型の HIV診療から、地域分散型の HIV患者の医療・介護体制の構築 

HIV 患者の歯科診療体制の構築 

研究分担者 坂本洋右 千葉大学医学部附属病院 歯科顎口腔外科 講師 

 

研究要旨 

HIV患者の歯科診療体制の構築のため、以下の 3課題について研究を行った。①HIV感染

患者の千葉県内エイズ治療拠点病院における歯科治療状況の調査 ②歯科治療の際に飛沫

状況に関して ③HIV感染者における歯科受診実態アンケート調査。 

① 千葉県内エイズ治療拠点病院における歯科治療状況について現状調査を行った。千葉

県内のエイズ治療拠点病院 6施設の歯科・歯科口腔外科に対して、質問紙によるアン

ケート調査法を行い、解答を集計した。全施設で HIV 感染患者の歯科治療を行ってい

た。全身麻酔手術は５施設で行っていた。全施設で手術を施行できる環境が整備され

ていた。歯科治療全般は、特別な感染防御対策は不要であり、一般歯科診療所で十分

対応可能であることを、今後啓蒙していく必要がある。 

② 歯科治療時における口腔内細菌の飛沫状況を確認する調査行った。処置前にフェイス

シールド着用し、処置後シールド部をスワブでふき取り細菌培養試験を行ったとこ

ろ、眼部にも口部にも口腔内細菌が飛散していることを認めた。よって、フェイスシ

ールドは感染症防御に有効であり、アイシールド使用時は、毎処置ごとのマスクの交

換の必要性があり、スタンダードプリコーションの重要性を再認識する必要がある。 

③ HIV感染者の歯科受診時の感染防御対策は、HBV,HCV感染者と同様、標準予防策である。

HIV感染者に対し、歯科受診に関するアンケート調査を行った。千葉大学医学部附属病

院感染症内科に通院する HIV 感染者 62 名を対象に行い回答を得た。HIV 感染患者の多

くは、HIV感染を告知しないで歯科診療所を受診する人が多かった。感染防御対策のた

めにスタンダードプレコーションによる全ての患者への感染対応をする必要がある。 

Ａ. 研究目的 

①HIV 感染患者において、歯科治療のほとんど

は病院歯科およびエイズ治療拠点病院の歯科口

腔外科で行われている。一般歯科診療所におけ

る、HIV 感染患者への歯科治療提供体制の充実

を目指し、千葉県内エイズ治療拠点病院におけ

る歯科治療状況について現状調査を行った。 

②感染症患者における医療従事者側の感染防止

策 と し て 個 人 防 護 具  (personal protective 
equipment: PPE) の装着は有効である。近年、コ

ロナ化において歯科治療の際の感染防止対策と

して、PPE の装着が推奨されている。その中で

もフェイスシールドの有用性は特に高いとされ

ている。本研究では、フェイスシールド着用時

における歯科治療時の飛散状況を調査した。 

③HIV 感染者の歯科受診時の感染防御対策は, 
HBV、HCV 感染者と同様、標準予防策であるこ

とは周知の事実である。当科の過去の調査にお

いて,千葉県内の歯科診療所および病院歯科に

対し HIV 感染患者への歯科治療状況の調査を行

なっており、千葉県内の HIV 感染患者の歯科診

療所の受診機会は少なく、HIV 感染患者の歯科

治療のほとんどは病院歯科において行われてい

る。HIV 感染患者への歯科治療提供体制の充実

を目指し、今回我々は HIV 感染者に対し歯科受

診に関するアンケート調査を行ったので調査報
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告を行う。 

 

Ｂ．研究方法 

①千葉県内のエイズ治療拠点病院 6 施設の歯

科・歯科口腔外科に対して、質問紙によるアン

ケート調査法を行い、解答を集計した。 

②千葉大学医学部付属病院 歯科・顎・口腔外

科にて周術期口腔ケア、抜歯、および歯科治療

を施行した患者、周術期口腔ケア 3 名; 抜歯 

4 名; 歯科治療 3名: 合計 10名に対し、処置

時にフェイスシールドを着用し、口腔ケア、抜

歯、歯冠形成を行った。施行時間、経験年数、口

腔内バキューム、口腔外バキュームを調査した。

処置後、細菌培養検査を行うため、口部と眼部

で分割したシールド面を滅菌スワブで拭き取り

培養検査を行った。培地： トリプチケースソイ

5％ヒツジ血液寒天培地 、チョコレート寒天培

地 にて培養条件：35℃ 炭酸ガス培養にて 48

時間。細菌同定：質量分析：微生物分類同定分析

装置 MALDI バイオタイパー (ブルカージ

ャパン株式会社) 

③千葉大学医学部附属病院 感染症内科通院中

HIV 感染患者（男性 56 名,女性 6 名,計 62 名）

に対し質問紙によるアンケート調査および口腔

内診査を行った。項目: HIV 感染者の歯科受診

の有無・受診時期・治療内容医療者への感染の

告知の有無・口腔内診査。 

 

Ｃ. 研究結果 

①6施設・過去 5年間での当該科を受診した HIV

感染患者数は合計 89名であり、全施設で HIV感

染患者の歯科治療を行っていた。性別は男性が

８割近く、年齢層は 50～69 歳が半数を占めた。

来院経緯は内科等からの紹介が大半であり、歯

科医院からの紹介比率は低かった。処置内容で

最も多かったのは歯周治療であった。治療開始

基準については、４施設で定められていた。使

用機材の滅菌および感染防御策は、５施設で通

常と同じ方法であった。印象体および石膏模型

は、全施設で通常と同様に取り扱っていた。初

診時に HIV 感染が判明していないケースは１例

であった。全身麻酔手術は５施設で行っていた。 
②智歯抜歯施行した患者で、フェイスシールド

の眼部に Streptococcus mutans の発育が確認

され、別の智歯抜歯施行した患者で、フェイス

シールドの口部に Streptococcus oralis、

Streptococcus sanguinis、Rothia dentocariosa、

Actinomyces orisNeisseria oralis、 Rothia 

aeriaの口腔内常在菌発育を認めた。 

③HIV 感染患者は歯科診療所へ受診する人が多

く、HIV 感染を告知する場合は病院歯科を受診

する人が多く,HIV感染を告知しない場合は歯科

診療所を受診する人が多い。HIV 感染患者は口

腔衛生管理の必要性を自覚している人の割合が

多いが、歯科を受診したくても受診できない理

由があった（偏見,差別,個人情報の漏洩等） 

HIV 感染患者は口腔状態が悪く、処置歯数が少

ない。 

 

Ｄ. 考察 

①今回の調査結果における歯科受診患者の性

別・年齢分布は、日本の HIV 感染患者の性別分

布と矛盾せず高齢であった。来院経緯の分布か

ら、HIV 感染症加療中の患者が多数であり、一

般歯科診療所における HIV 感染患者の受療率は

低かった。処置内容に大きな偏りはなく、治療

開始基準は４施設で設けられ、感染防御策は全

施設においてスタンダードプリコーションに基

づいた対策がとられ、全施設で手術を施行でき

る環境が整備されていた。 

②抜歯は、歯冠分割や骨削するための器具を用

いる際に、水を随時注水する必要があり飛散リ

スクは高い。また、口腔ケア時のフェイスシー

ルドは口腔内細菌の発育は認められなかったが、

施行時間が抜歯時間と比較すると短時間であっ

たため、飛散しなかった可能性があると考えた。

しかし、口腔ケアは超音波スケーラーにて細菌

叢の除去を行うため生体物質（細菌、ウイルス

等）が飛散する可能性は高いと予想された。ま

たエアータービンを使用した歯冠形成時のフェ

イスシールドも口腔内細菌の発育は認められな

かった。水圧が高いため飛散する可能性が高い

と考えたが、症例数が少ないこと、歯冠形成が

メタルコアを形成した症例も要因ではないかと

考えた。また、感染症患者の歯科治療における

感染対策として、感染対策のスタンダードプリ

コーションを再度認識し治療行っていくことや、

エアロゾル対策の徹底も重要視していく必要が

あり、口腔外バキューム活用もしていくことや、

器具の使用時の際に適正な水量調節を行い、飛

散を最小限に抑えていくのも有効であると考え

た。 

③HIV に対する知識の取得,スタンダードプレ

コーションによる全ての患者への感染対応が必
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要である。 

 

Ｅ．結論 

①HIV 感染患者の歯科観血的処置は、内科と

の連携、血液データの確認等が重要であり、エ

イズ治療拠点病院での処置が推奨される。歯科

治療全般については、特別な感染防御対策は不

要であり、一般歯科診療所で十分対応可能であ

ることを、今後啓蒙していく必要がある。 

②歯科治療時におけるフェイスシールドの飛散

状況を調査行い、口腔内細菌の飛散が確認され

たことで、ウイルスおよびウイルスに汚染され

た血液の飛散も予想され、皮膚等の傷からの感

染、眼および鼻粘膜、口腔粘膜からの感染の可

能性があることから、フェイスシールドの着用

は有効であるとがわかった。 

③歯科治療について特別な感染防御対策は不要

であり歯科診療所で十分対応可能であることを

今後周知していく必要がある。 

 

Ｆ．研究発表 

 1.  論文発表 

 

2.  学会発表 

 口頭発表 

① 千葉医学会第 42 回歯科口腔外科例会 
冨来 早織 吉村 周作 坂本 洋右 
HIV感染患者の千葉県内エイズ治療拠点病院に

おける歯科治療状況の調査 
② 千葉医学会第 43 回歯科口腔外科例会 
佐川 美香、坂本 洋右、吉村 周作、村田 正

太、宮部 安規子、松下 一之、猪狩 英俊  

歯科治療の際に飛沫状況に関して 

③千葉医学会第 43 回歯科口腔外科例会 
○村川 航涼 坂本 洋右 
HIV 感染者における歯科受診実態アンケート

調査 
 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

1. 特許取得 

  なし 

 2. 実用新案登録 

  なし 

 3.その他 

  なし 
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令和５年度（2023年度） 

厚生労働科学研究費補助金(エイズ対策政策研究事業) 

（総合）分担研究報告書 

拠点病院集中型の HIV診療から、地域分散型の HIV患者の医療・介護体制の構築 

保険薬局の役割と地域連携に関する研究 

研究分担者 鈴木 貴明 山梨大学医学部附属病院 薬剤部 部長 

研究要旨 

「患者が地域の保険薬局を選んだ時に対応できるシステムの構築」のため、保険薬局における HIV

薬の服薬指導・在庫管理の状況と課題を抽出ために抗 HIV 薬処方箋の応需数の少ない保険薬局を訪

問した。また東京を除く関東甲信越の HIV 診療拠点病院ならびに抗 HIV 薬処方箋を応需している千

葉県の保険薬局薬剤師を対象に薬薬連携の課題抽出を目的としたアンケート調査を行うとともに、

R3～5 年度に毎年、保険薬局薬剤師の HIV 診療および服薬指導のスキル向上を目的としたセミナー

を開催した。 

保険薬局ならびに病院薬剤師を対象としたアンケート調査より、病院および薬局薬剤師が必要と

する情報の差異から病院薬剤師は薬局へ「服薬指導時の注意点」「抗 HIV 薬選択理由」「副作用」な

どを、薬局薬剤師は病院へ「服薬アドヒアランス状況」「相互作用」「生活スタイルの変化」などを

伝えることが、薬薬連携のポイントとなることが明らかとなった。また「保険薬局の役割と地域連

携セミナー」の開催することで、参加者の知識と服薬指導スキルの向上できることが明らかとなっ

た。なお保険薬局における抗 HIV 薬服薬指導のポイントをまとめた冊子を作成し、アンケート協力

薬局および全国の HIV診療拠点病院に配布した。 

 

Ａ. 研究目的 

 強力な抗ウイルス療法(ART:Anti Retro virus 

Therapy)により、HIV感染症 は長期生存が可能な

疾患となった。この結果、HIV感染症患者の高齢化

が確実に進み、HIV 感染症患者に求められる医療

も多様化してきた。現段階では HIV 拠点病院集中

型の診療を行っているため、抗 HIV薬の調剤は HIV

診療拠点病院周辺の保険薬局を中心に行われてい

る。しかし、HIV感染症患者の課題に対応するため

に、HIV 拠点病院と地域の医療機関との連携を重

視した診療体制を構築することが必要になってき

ており、今後地域連携が推進された場合、患者が

地域の保険薬局での調剤を希望することも想定さ

れる。このような場合に備えすべての保険薬局が

スムーズに抗 HIV 薬の調剤に対応できる必要があ

る。 

本研究では千葉大学医学部附属病院（以下、当

院）の近隣薬局以外で抗 HIV 薬の処方箋を応需し

ている保険薬局への訪問により、抗 HIV 薬の処方

応需数の少ない保険薬局における抗 HIV 薬の服薬

指導・在庫管理の状況と課題の抽出を目的とした。

また、抗 HIV 薬の処方箋を応需している千葉県下

の保険薬局薬剤師と関東甲信越（東京都を除く）

の HIV 診療病院勤務薬剤師に対するアンケート調

査により、HIV 診療病院と地域の医療機関である

保険薬局との連携の課題を抽出すること、さらに

保険薬局薬剤師を対象としたセミナーを開催し、

HIV 診療における薬薬連携や保険薬局での服薬指

導について情報提供することを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

千葉県市川市、東金市にて当院感染症内科から

1～2名の患者について抗 HIV薬処方箋を応需して

いる 3 店舗を訪問し、普段の抗 HIV 薬在庫管理方

法、ならびに服薬指導の実施環境、服薬指導の実

施状況を実地調査した。 

R5 年 3 月に「抗 HIV 薬処方に対する病院-保険

薬局の連携体制に関するアンケート調査」を実施

した。調査対象は、抗 HIV 薬処方箋を応需してい

る、千葉県下の保険薬局 105 店舗の薬剤師、なら
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びに東京都を除く関東甲信越の HIV診療病院 84施

設の薬剤師とした。調査項目は施設概要、薬薬連

携、病院間連携であり、回答は WEBにて収集した。

本アンケート調査は千葉大学大学院医学研究院倫

理審査委員会の承認（承認番号：M10568）を受けて

実施した。 

R3～5年の 3年間連続、「保険薬局の役割と地域

連携セミナー」を WEB開催した。2023年は「長期

療養を見据えた新たな抗 HIV 療法・変わらない服

薬指導」をタイトルとし、本研究代表者の猪狩医

師から地域の保険薬局に求められる抗 HIV 薬処方

の知識について、千葉医療センターの田中薬剤師

から薬剤師主導による持効注射剤導入患者への関

わりについて、とまと薬局千葉中央店の倉田薬剤

師から保険薬局での服薬指導の実際について、3講

演で構成した。参加の対象は、千葉県下で抗 HIV薬

処方箋を応需している 105 薬局に勤務する薬剤師

とした。セミナー開催前後に参加者へアンケート

を実施し、「HIV治療について理解している」、「抗

HIV薬の服薬指導に自信がある」、「HIV感染者へ服

薬指導することに抵抗がある」の 3 項目に対する

意識の変化を 5 段階評価で調査した。アンケート

は匿名性が保証されること、回答されなくても不

利益を被らないこと、研究目的以外の使用をしな

いこと、結果はエイズ関連学会や報告書などで報

告されることを文書で説明し、同意を得たうえで

回答を得た。 

 

Ｃ. 研究結果 

保険薬局の訪問により、高額である抗 HIV薬は

在庫せず、処方を応需してから発注する、あるい

は受診予約日を聞いて取り置いておくなど、不良

在庫が発生しないように各薬局独自の対応を取っ

ていることが明らかとなった。また個室の設備は

なくほぼオープンなカウンターのみの服薬指導環

境のなかで、他患者が少ない時間帯での来店を案

内する、少し奥まった場所で詳しい話はするなど、

薬局ごとに柔軟に患者指導を行っていることが明

らかになった。一方で「患者はいろんなことを話

してはくれるが、どんなことを聞けばいいか分か

らない」といった服薬指導上の課題も明らかにな

った。さらに薬局にとってトレーシングレポート

はハードルが高いという、薬局-病院の情報連携の

課題も明らかになった。 

「抗 HIV 薬処方に対する病院-保険薬局の連携

体制に関するアンケート調査」は 39店舗の保険薬

局薬剤師（回答率 37.1%）、および 55施設の病院薬

剤師（回答率 64.7%）から回答を得た。病院全体と

しての院外処方発行率は 93%であったが、抗 HIV薬

処方に限ると院外処方発行率は 65%であった。さ

らに病院から保険薬局へ抗 HIV 薬について情報提

供がなされていた病院は 31%であった。薬局の立

場からは情報提供が必要と思われるが、病院が提

供していない情報として薬剤選択理由、副作用、

服薬指導のポイントが抽出された。また病院が必

要と思うが、薬局が提供していない情報としてサ

プリメント、相互作用、生活スタイルが挙げられ

た（図 1）。 

図 1.病院および保険薬局が提供している情報と

欲しい情報 

 

病院に情報提供をしている保険薬局薬剤師は

勉強会（28.6％）や情報交換会（14.3％）に参加し、

病院に情報提供していない保険薬局薬剤師も勉強

会（32.0％）や情報交換会（4.0％）に参加してい

た。薬局に情報提供をしている病院薬剤師は、会

議（52.9％）、研修会（23.5％）などで、また薬局

に情報提供をしていない病院薬剤師は研修会

（28.9％）、勉強会（18.4％）などで他の HIV診療

病院薬剤師との交流していた。薬局から病院への

情報提供方法として 20.5%でトレーシングレポー

トが活用されていたが、このレポートに対し病院

から薬局へ 68%が無回答であった。この結果を受

け、当院からの抗 HIV 薬処方を多く受けている近

隣薬局を対象として、病院‐薬局双方のやり取り

が可能な情報提供書の使用を試みた。その結果、

病院からの情報提供に対して薬局から 60～100%の

回答があった一方、薬局間による患者への服薬指

導体制の違いも浮き彫りになった。 

R5年開催のセミナーへは、32施設から 36名の

参加があった。セミナー開催前後のアンケートに

はセミナー開催前 37 名、開催後 24 名の回答があ
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った。アンケート結果（数値：平均ポイント）は、

「HIV 治療について理解している（1 全く理解し

ていない～5 よく理解している）」は開催前 2.9、

開催後 3.3、「抗 HIV薬の服薬指導に自信がある（1 

全く自信がない～5 十分に自信がある）」は開催前

2.4、開催後 2.9、「HIV感染者へ服薬指導すること

に抵抗がある（1 大いに抵抗がある～5 全く抵抗

はない）」は開催前 4.0、開催後 4.2であった。R3

～5 年の 3 年間に開催したセミナーにおいて、開

催前後両方のアンケートに回答した参加者からの

評価は、いずれの年も開催後に評点が上昇してい

た（図 2）。 

図 2. セミナー前後アンケート結果（R3～5年） 

 

参加者からは、「HIVについて理解が深まった。」

「地域で患者様を支える一躍を担えるよう努力し

たい。」「普段から抗 HIV 薬を調剤、服薬指導する

機会を頂いているが、先生方のお考えを拝聴し改

めて勉強したいなと思い、微力ながらお役に立て

るよう頑張りたいと思った。」「注射薬に変更した

患者さんは、ご本人の希望を優先したのかと思っ

ていたが、過去にアドヒアランスがよくて通院の

変更歴がない患者さんを選んだという説明を聞い

て変更時のスケジュール管理の苦労がよくわかっ

た。」との感想が寄せられた。 

なお、本研究で明らかとなった薬薬連携のポイ

ントならびに千葉県 HIV 診療拠点病院会議薬剤師

部会で協議した服薬指導のポイントを盛り込んだ

保険薬局薬剤師向けの「服薬指導 Point guide」を

作成し、「抗 HIV 薬処方に対する病院-保険薬局の

連携体制に関するアンケート調査」協力施設およ

び全国の HIV診療拠点病院薬剤師へ配布した。 

 

Ｄ. 考察 

保険薬局への訪問により、保険薬局における抗

HIV 薬の在庫管理において病院からの処方情報は

必須であり、また保険薬局薬剤師は患者の背景を

さりげなく探りながら服薬指導をしているため、

病院からあらかじめ患者背景などを情報提供して

いくことが必要であると考えられた。また今後は

保険薬局での服薬指導において重要となる項目や

情報などを啓蒙していく必要があると考えられた。

またハードルの高いトレーシングレポートに変わ

る、薬薬連携が取りやすいツールを検討していく

必要があると考えられた。  

薬薬連携に関する保険薬局ならびに HIV 診療

病院薬剤師へのアンケート調査結果から、病院薬

剤師は、薬局や他病院薬剤師と抗 HIV 薬に関する

交流を行うと、双方向の情報提供がしやすくなる

と推察された。また病院薬剤師は薬局へ「服薬指

導時の注意点」「抗 HIV 薬選択理由」「副作用」な

どを、薬局薬剤師は病院へ「服薬アドヒアランス

状況」「相互作用」「生活スタイルの変化」などを伝

えることが、薬薬連携のポイントとなると示唆さ

れた。さらに情報提供書の試用を重ねていくこと

で、病院からの情報提供ならびに薬局での服薬指

導体制の変化が期待できると考えられた。 

セミナー開催前後のアンケート結果では 3 項

目とも平均点が開催後に上昇していたことから、

セミナー後には HIV 治療について理解し、服薬指

導に自信がつき、HIV 感染者へ服薬指導すること

への抵抗が減ったものと考えられた。特に、服薬

指導への自信についての変化量が 3 項目中最も大

きかったことから、本セミナー開催が薬局薬剤師

の抗 HIV 薬服薬指導のおいて有用であったと推察

された。今後は病院および薬局薬剤師両者からの

実例報告を盛り込んみ、定期的にセミナーを開催

していくことで参加者の知識向上に貢献できると

考える。 

 

Ｅ．結論 

保険薬局訪問により、HIV 診療病院の近隣では

ない患者の生活圏に近い小規模保険薬局では、各

店舗独自の工夫で高額である抗 HIV 薬の在庫管理、

ならびに患者服薬指導を模索・実施していること、

またその実施には処方元である病院からの情報提

供が必要であることが明らかとなった。 

薬薬連携に関する保険薬局ならびに病院薬剤

師に対するアンケート調査から、病院薬剤師は薬

局へ「服薬指導時の注意点」「抗 HIV 薬選択理由」

「副作用」などを、薬局薬剤師は病院へ「服薬アド

ヒアランス状況」「相互作用」「生活スタイルの変
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化」などを伝えることが、薬薬連携のポイントで

あることが明らかとなった。 

抗 HIV薬の処方箋を応需している保険薬局薬剤

師を対象としたセミナーは毎年、セミナー開催後

には参加者の知識と服薬指導へ理解が向上してお

り、今後の保険薬局薬剤師の抗 HIV 薬服薬指導に

有意義であったことが明らかとなった。 
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令和５年度（2023年度） 

厚生労働科学研究費補助金(エイズ対策政策研究事業) 

（総合）分担研究報告書 

拠点病院集中型の HIV診療から、地域分散型の HIV患者の医療・介護体制の構築 

東葛地域の HIV診療に関する研究 

研究分担者 塚田 弘樹 東京慈恵会医科大学附属柏病院  

感染制御部 診療部長（教授） 

 

研究要旨 

当院に HIV 診療を円滑にする多職種チームを立ち上げ、行政機関・地域関連機関との情報共

有する機会を設けた。調剤薬局との薬薬連携会議も開催した。東葛地区の４拠点病院との顔が

見える関係者会議を開催でき、各施設での問題点を共有し、解決策を検討する機会を得た。各

拠点病院すべてで患者数が増加しており、特に東葛南部の順天堂浦安病院においては厳しい状

況であることが分かった。同地域の拠点病院を増やすことは喫緊の課題であることが明らかに

なり、行政に提言していくべきである。患者の高齢化に伴う地域行政機関・訪問診療・介護施

設など関連機関との連携が今後の大きな課題であることも分かった。 

 

Ａ. 研究目的 

 患者が急増している東葛地域特有の HIV 診療体

制における問題点を明らかにして地域行政機関へ

の提言を目指すとともに協力体制の構築を目指す。 

 

Ｂ．研究方法 

各拠点病院において HIV 診療チームを構築し、

増加する患者のスムーズな受け入れを図るととも

に、職員や行政機関、地域医療支援機関、調剤薬局

薬剤師などへの啓蒙の機会を増やし、４拠点病院

の症例検討会を立ち上げ、情報共有の基盤とする。 

（倫理面への配慮） 

 拠点病院医療従事者を対象にした診療体制に対

する調査を基にし、行政機関などへの提言を目指す

研究なので倫理面の問題はなかった。 

 

Ｃ. 研究結果 

1 年目に、当院において、HIV とともに生きる人た

ちを支援するチーム（HST：People Living with HIV 

patient Support Team）を立ち上げ、院内組織図に位

置付けた。HIV 診療における各部署の担当者と役割

を明確化した。診療部・看護部・薬剤部・医療連携部

署との院内連携を図り、月に 1 度以上の会議・症例報

告を行う他、患者情報シートを作成して情報共有のデ

ータベースとし、院内職員向け勉強会を開催して拠

点病院であることを再認知してもらう機会とした。また、

初診患者をスムーズに診療するため受診時のフロー

チャートを作成した。 

 

 2 年目には、情報交換を兼ねた調剤薬局との薬薬

連携勉強会の開催、柏市訪問看護連携会への参

加、患者、他機関向けに冊子を発行、院外関係機関

に参加を求め、事例検討会の開催、など行政機関・

訪問診療・介護関係機関との連携を模索した。 
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３年目には、東葛 4 病院医療従事者を集めた「第 1

回エイズ診療拠点病院「顔の見える症例検討会議」を

開催できた。新松戸中央総合病院から施設入所事例

の紹介があった。2017 年からディサービス/訪問を含

む入所実績がある。断られた施設の受け入れ困難理

由としては、医療行為が多い、全身状態不良・または

生活保護受給等の社会背景等複合的な理由を挙げ

ていた。いずれも経験がないことをベースとした感覚

に過ぎない理由と考えられる。「HIV 陽性」という理由

で受け入れが不可、との回答は表面的には無かった。

当院からはチームで取り組む高齢 HIV 陽性夫婦の事

例を発表した。地域連携が必要と考えるきっかけにな

った症例で、その後柏市役所・柏市在宅介護協議会

に参加し、HIV 感染症患者の介護サービス利用の現

状を共有し、受け入れ体制構築の基盤とした。ケアマ

ネージャーや訪問看護ステーション事業所との事例

検討会も行った。東葛北部感染対策地域支援ネット

ワークで開催した高齢者施設向けの研修会で実施

したアンケート調査によると、看護職、介護職と

もに U=U 認知度は 1/4 に過ぎず、HIV 患者を受け

入れて欲しくないと回答した割合が半数おり、研

修経験や受け入れに関する話し合いももほとんど

ないと答えていた。東葛病院の「物質依存(薬物)の

ある PLWH への介入-臨床心理士の関わりの中で変

わる患者の行動」では、患者さんに心理士が介入する

ことのメリットとして、HIV 感染やセクシャリティーにつ

いて分っている相手に相談が出来ることや、日常のち

ょっとした報告をきっかけにより適応的なストレス対処

能力の獲得や向上に向けて働きかけることができ、

HIV 治療を継続するための生活や心理状態の安定

化へ寄与していける意義が語られた。順天堂浦安病

院からは東葛南部の診療可能病院が一減して、同院

への患者増加がもたらされ深刻な問題があることが報

告された。また、コロナ禍のなか、いきなりエイズ症例

も増えており、治療に難渋した HIV 合併播種性 MAC

症事例が提示された。4 病院ともに患者増が著しい。 

 

Ｄ. 考察 

患者の高齢化に伴い、都内通院者の回帰が進む

と考える。4 拠点病院における診療チームを充実

させて都内からの回帰患者の受け皿を拡大して準

備する必要がある。医療主体の生活から地域主体

の生活になることから、介護など含めた地域行政

機関・関連機関との支援体制を構築していく必要

もある。東葛病院以外の３病院は精神科があるに

もかかわらず臨床心理士のチームへの参加が得ら

れておらず、今後の課題である。 

 

 

Ｅ．結論 

患者の ADL 低下等により通院困難となった際の、

代理意思決定場面等におけるプライバシーの配慮、

受診先、老々介護、介護サービス事業者の受け入れ

体制が不透明であることが分かった。 

行政機関・訪問診療・介護施設など関連機関と

の情報共有・連携を早急に整える必要があること

も明らかになった。東葛南部は喫緊に拠点病院の

追加が必要であることが分かった。 

 

Ｆ．研究発表 

 1.  論文発表 
① 泉澤友宏、塚田弘樹 他 
Clostridioides diffcille 感染症における
metronidazoleの有効性の検証 日化療会誌 
70 (2): 210-216, 2022  
② Imamura Y , Miyazaki T,  Tsukada H et 
al. Prospective multicenter survey for 
nursing and healthcare-associated 
pneumonia in Japan. 2022 J Infect 
Chemother. 28(8):1125-1130. 
③ 塚田弘樹・肺炎をめぐるトピックス・基
礎から臨床まで～院内肺炎/医療介護関連肺炎
のマネージメント・呼吸器内科、2021; 39: 
471-475 
④ 塚田弘樹・今日の治療指針第 12 版 7-3-2 
6)「膿胸」東京 2022 342 医学書院 

22

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Imamura+Y&cauthor_id=35414437
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Miyazaki+T&cauthor_id=35414437
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mukae+H&cauthor_id=35414437
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mukae+H&cauthor_id=35414437


⑤ 塚田 弘樹・内科學 2022年版 66巻 「放
線菌症・ノカルジア症」東京 2022 1-326 朝
倉書店 
2.  学会発表 
 口頭発表 
➀ 泉澤友宏、金子知由、堀野哲也、塚田弘樹 
第 70回日本化学療法学会総会 2022年 6月 
Clostridium difficille 感 染 症 に お け る
metronidazol 
の有効性の検証 
② 塚田弘樹 
第 71回日本感染症学会東日本地方会学術集会 
第 69回日本化学療法学会東日本支部総会合同
学会 教育セミナー 3 2022年 10月 
With コロナ時代の呼吸器感染症治療を再考す 
る「～キノロン系抗菌薬の適切な選択を含め
て 
③塚田弘樹 
第 97回日本感染症学会総会・学術講演会 

第 71回日本化学療法学会学術集会 
合同学会教育セミナー13 
肺炎診療ガイドラインはどう変わるか～院内
肺炎 
を中心に～ 
④塚田弘樹 
第 93回 日本感染症学会西日本地方会学術会 
第 71回 日本化学療法学会西日本支部総会        
共催セミナー ８ 
AMR対策を踏まえたレスピラトリーキノロンの
適性使用を考える 
 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

 1. 特許取得:なし 

 2. 実用新案登録:なし 

 3. その他:なし 
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令和 5年度（2023年度） 

厚生労働科学研究費補助金(エイズ対策政策研究事業) 

（総合）分担研究報告書 

拠点病院集中型の HIV診療から、地域分散型の HIV患者の医療・介護体制の構築 

透析患者、CKD患者における地域連携 

研究分担者 矢幅 美鈴 千葉大学医学部附属病院 感染制御部 助教 

 

 

Ａ．研究目的 

 HIV感染者の長期予後が見込めるようになり、それ

に伴いHIV感染者の高齢化が顕在化してきている。 

高齢化により糖尿病をはじめとした生活習慣病の合

併が増加しており、腎機能障害を生じた患者も稀で

はない。HIV感染者においても慢性維持透析が必要な

患者数の増加も見込まれている中、厚生労働省から

は全国の都道府県に対し、HIV感染患者の維持透析を

行う透析施設のネットワーク作りが求められている。

千葉県においても透析患者の診療体制の整備のため

透析ネットワークの構築を行うことを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

2021.3千葉県HIV透析ネットワークが設立された。

2022事務局を千葉大学病院に移動した。千葉県HIV治

療拠点病院に参加登録を呼びかけた。また第7回千葉

県HIV医療連携セミナーを行い、HIV患者の透析受け

入れに対する啓蒙活動を行った。ロールモデルとな

る北海道の透析ネットワークでは参加登録病院数を

増やすために行政からの働きかけが有効であったと

のことから、千葉県疾病対策課にも登録依頼の働き

かけをお願いした。千葉県の協力が得られるように

なり、2023年2月より県よりHIV透析ネットワーク参

加募集を行う方向となった。 

 

Ｃ．研究結果 

千葉県 HIV 治療拠点病院に参加登録を呼びかけた

り、また千葉県への協力依頼により 2023年 2月以降

は千葉県からの HIV 透析ネットワーク参加募集の呼

びかけもあり、登録施設数は 20施設へ増加した。。 

 

 

 

 

図１ 現在の登録状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ. 考察 

 

昨年に比較し登録施設数を増やすことはできたが、

さらに登録施設数を増やすためにもHIV患者の透析

受け入れに対する啓発活動や県や拠点病院への働き

かけなどを継続していく必要がある。 

 

Ｅ．結論  

千葉県透析ネットワークを構築し、行政からの働き

かけもありその登録施設数も増えている。 

 

 

Ｆ．研究発表 

なし 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

1.特許取得 なし 

2.実用新案登録 なし 

3.その他 なし 

研究要旨：エイズ拠点病院集中型から地域連携を重視した HIV診療体制の構築で課題となるのは拠点病院

以外のどの病院で HIV感染者の診療を担うのかである。本研究では血液透析を要する HIV感染者の診療体

制の整備が目的である。2021年度構築した千葉県透析ネットワークであるが、行政へ働きかけ県からの呼

びかけを行うことの登録施設数を増やすことができた。 
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令和５年度（2023年度） 

厚生労働科学研究費補助金(エイズ対策政策研究事業) 

（総合）分担研究報告書 

拠点病院集中型の HIV診療から、地域分散型の HIV患者の医療・介護体制の構築 

地域連携のコーディネートに関する研究 

分担研究者   葛田衣重 千葉大学医学部附属病院 感染制御部 特任研究員 

 

Ａ．研究目的 

HIV 感染症患者が要介護状態となって

も、住み慣れた地域で、または希望する

場所で安心して暮らし続けるための看

護、介護、福祉サービスが、スムーズに

利用できる環境を整備すること。 

  

Ｂ．研究方法 

令和３年度千葉県エイズ治療拠点病院

会議にて「要介護高齢者事例」の地域連

係の課題を抽出した。抽出された課題か

ら拠点病院の多くに共通する項目、優先

的に取り組む必要がある項目３つ（社会

資源の可視化、教育啓発活動、行政）を

選び、令和 4 年度に引き続き取り組ん

だ。 

取組みの検討や活動のために、千葉県エ

イズ治療拠点病院心理社会的支援担当

者等から医療ソーシャルワーカーによ

るチーム（以下 SWチームと呼ぶ）を編

成した。 

【SWチーム】 

（１）チームメンバー：千葉県エイズ治

療拠点病院より旭中央病院、成田赤十字

病院、亀田総合病院、君津中央病院、東

葛病院、順天堂大学附属浦安病院、東京

慈恵会医大附属柏病院、新松戸中央総合

病院および同和会千葉病院、代々木病院

のソーシャルワーカー計 11名とした。 

（２）チーム会議：全 7 回（Ｒ5/6/13、

6/27、7/21、8/22、9/26、10/8、11/8）

すべてをオンラインで行った。検討内容

は、千葉県版制度手引きの改訂、意見交

換会の医療ソーシャルワーカー講義の

担当者選定、などとした。 

 

研究要旨 

千葉県エイズ治療拠点病院会議で抽出された長期療養の課題から社会資源の可視化、教

育啓発活動、行政への相談に取り組んだ。社会資源の可視化では、県内拠点病院の地域連

携の実績を基に創設した「千葉県 HIV 福祉サービスネットワーク」に登録している事業

所と行政、拠点病院でネットワーク会議を開催し、支援の現状と課題を共有した。また

HIV 感染症患者を初めて支援する専門職のための「千葉県版制度の手引き」（令和 3 年発

行）を改訂した。教育啓発活動は、人権尊重の観点から大学での学生講義を行った。行政

への働きかけは十分な成果が得られていない。「自立支援医療機関複数指定」「自立支援医

療更新時の手続き」など課題が残り、引き続き釣り組んでいく必要がある。これらの活動

には、千葉県エイズ治療拠点病院会議と拠点病院等ソーシャルワーカーチームの存在が

不可欠でった。 
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１． 社会資源の可視化 

（１）千葉県 HIV福祉サービスネットワ

ークの強化 

県内の HIV感染症患者の動向を知り、支

援の実態と課題を共有し、課題の解決に

ついて検討することを目的に、登録事業

所、行政、拠点病院による千葉県 HIV福

祉サービスネットワーク会議を開催す

る。 

 

（２）千葉県版制度の手引き改訂 

HIV 感染症患者に初めて出会う相談支

援者むけに、令和 3年 3月、千葉県版制

度の手引きを発行した。この初版を見直

し、現状に合うものを SW チームで検討

し分担執筆する。 

２． 教育啓発活動 

HIVの正しい知識と最新の治療、予防につ

いて現任者と若年世代に伝える。意見交

換会への協力、大学での学生講義を行う。 

３． 行政への働きかけ 

拠点病院への通院が困難となった HIV 感

染症患者も、HIV感染症の適切な継続した

管理が必要である。HIV感染症の適切な管

理は、生活支援サービスを安心して利用、

提供するための条件である。厚生労働省

から、患者の長期療養を見据え地域にお

ける医療機関の役割り分担、拠点病院と

非拠点病院の連携推進、制度利用の手続

きについて複数の文書が発出されている。

行政との相談を令和 4 年度に引き続き行

う。 

（１）指定自立支援医療の複数指定につ

いて 

令和 3年 12月に都道府県、指定都市、

中核市、市町村に対し「ヒト免疫不全ウ

イルスによる免疫機能障害者に対する指

定両機関の指定について」『複数の医療

機関が連携して治療を行う状況に適切に

対応するようお願い』が事務連絡として

出された。これを根拠として、拠点病院

に通院困難な事例への HIV治療を身近な

診療所等で自立支援医療を適用させて行

えるよう相談を続ける。 

（２）自立支援医療更新時の意見書の扱

いについて 

平成 25年 6月に都道府県、指定都市、

中核市、市町村に対し「自立支援医療の

支給決定における再認定の取り扱いにつ

いて」が通知された。状態が安定してい

る患者は自立支援医療更新時に市町村の

判断で、医師意見書を省略して差し支え

ない、とするものである。千葉市では数

年前から対応を始めており、県内実施状

況について県庁に調査を依頼する。 

 

Ｃ．研究結果 

１． 社会資源の可視化 

（１） 千葉県 HIV福祉サービスネットワー

ク 

 令和 6 年 2 月現在、看護、介護、福祉サ

ービスを提供する事業所２０ヶ所が登録

した。 

（２） ネットワーク会議 

令和 5年年 8月 30日、第 1回千葉県 HIV

福祉サービスネットワーク会議をオンラ

インで開催した（第 2 回は令和 6 年 2 月

28日開催予定）。 

・参加者：25ヶ所（サービス事業所 10、行

政９，拠点病院５、その他 1）だった。二次

医療圏別の参加者は、千葉７，東葛南部 4、

東葛北部 3、山武長生夷隅 3、香取海匝、市
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原、君津がそれぞれ２，印旛と安房が１だっ

た。 

・参加事業所が提供するサービス（複数回

答）は、訪問看護が最も多く 10、次いでケ

アマネジメント等 4、訪問介護 3、訪問リハ

ビリ、通所介護、通所リハビリ、短期入所、

レスパイト入院がそれぞれ１だった。数は

少ないが、通所および入所サービスの登録

がみられた。レスパイト入院は、県立佐原病

院附属訪問看護ステーションの同院への実

績だった。 

・サービス提供のために準備したこと（複

数回答）では、「学習会・勉強会（HIV、感染

対策ほか）」が 9か所、物品 3、個別ケア会

議１だった。特に何もしなかったという事

業所も１カ所あった。サービス提供にあた

り学習会・勉強会が必要と位置付けられて

いた。 

・支援の課題（複数回答）では、「在宅困難

時の受入れ先」が７と最も多く、次いで「経

済問題」６、「HIV以外の疾患・障害への対

応」５、「家族関係」５、続き、「身元保証」

３、「HIVについての知識・対応の学習」１

だった。HIV感染のため困難度が高いもの、

HIV や性的マイノリティーに関連すると考

えられるもの、HIV感染に関わらず支援困難

事例に共通する普遍的なものが混在した。

各事業所が直面している支援の課題にネッ

トワークで取り組める仕組みづくりが必要

である。 

（３） 千葉県版制度の手引き改訂 

令和 5 年 12 月改訂版を 1000 部発行した。

県内拠点病院、県庁・保健所、千葉県中核地

域生活支援センター等に配布した。今後、開

催される意見交換会や研修会等で配布する。

また、千葉大学医学部附属病院感染制御部

ホームページにも PDF 版を掲載し、どこか

らでも印刷できるようにした。 

 

図 改訂 千葉県版制度の手引き 

 

２． 教育啓発活動 

（１）意見交換会への協力 

看護分担研究者が実施した意見交換会に、

企画、SWチームからの講師派遣、司会など

に協力した。 

短期大学での講義 

令和 4 年度に引き続き、千葉経済短期大学

保育士・小学校教師を目指す 1 年生のコー

ス約 160 名を対象に、法学の講義（日本国

憲法）の一部で 30分、人権擁護をテーマに

HIV 感染症患者とハンセン病回復者につい

て講義を行った。講義後のリフレクション

ペーパーには「「HIVは誰でもなりうる病気

だと知った」「正しく知ることが大切」「周り

の人に話したい、教えていかなければなら

ない」「当事者から直接話を聞きたい」など

がみられた。学生主知の啓発活動に繋がる

兆しがみられた。 

３．行政への働きかけ 

（１）指定自立支援医療の複数指定につい   

て 

自立支援医療の指定医療機関になるために

は、自立支援医療指定医がいなければなら
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ず、指定医の条件は、「拠点病院のような

専門医療機関での 5年以上の勤務」「感染

症に関する研究論文提出」など、地域医療

を支えてきたいわゆる「かかりつけ医」が

取得するにはハードルが高い。そこで指定

医の条件を満たすと同等な実績や研修プロ

グラムの履修により指定医のみなし条件を

検討する提案があった。 

（２）自立支援医療更新時の意見書の扱い

について 

全国的にも実施している市町村があるとい

う情報もあり、県内の実施状況について調

査していただくよう県に依頼した。 

 

Ｄ．考察 

１． 社会資源の可視化 

令和 6 年 2 月現在、千葉県 HIV 福祉サービ

スネットワークに登録しているサービス事

業所は 20 ヶ所。県内の HIV 感染症患者数、

患者の動向を把握し、適切にサービスが利

用できるよう登録事業所の増加、ネットワ

ーク会議の強化が課題である。地域の課題

は地域で取り組めるような体制づくりが必

要である。 

改訂千葉県版制度の手引きは、今後開催さ

れる支援者の研修会、学習会等で活用する

ことにより、HIV感染症の理解と制度利用を

促進する。 

２． 教育啓発活動 

学生講義は人権尊重の観点だけでなく、HIV

感染症患者が辿った歴史を風化させないた

めにも継続することが重要である。さらに

講義後の感想に「当事者から直接話を聞き

たい」とあったように、啓発活動は「当事者

の語り、当事者との交流」がポイントである

と言われている。今後、当事者の話を聞くた

めに、学生（参加者）と検討し、行動するこ

とを支援したいと考える。 

３． 行政への働きかけ 

自立支援医療機関の複数指定は、この数年

間の取り組みでかなり難しいことが分った。

その一方で、自立支援医療指定医のみなし

条件を提案する方向となった。拠点病院へ

の通院が困難となった HIV 感染症患者のか

かりつけ医が自立支援医療の指定医とみな

されるよう、引き続き行政、拠点病院と相談

を続ける。 

病状が安定している患者の自立支援医療更

新時の意見書が不要となれば、患者だけで

なく通院先も行政も手続きの負担が軽減す

ると考えられる。可能であれば実施する市

町村は統一した書式で実施できるとよく、

実態調査の結果から検討が必要となるであ

ろう。 

 

Ｅ．結論 

高齢要介護の HIV 感染症患者が、住み慣れ

た地域で安心して生活できるよう療養のシ

ステムを整えてきた。該当する患者が県内

に少しずつ個別性をもって現れており、柔

軟性のある体制となるよう継続して取り組

む必要がある。 

 

Ｆ．研究発表 

なし 

Ｈ．知的所有権の取得状況 

1.特許取得 なし 

2.実用新案登録 なし 

3.その他 なし 
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令和５年度（2023年度） 

厚生労働科学研究費補助金(エイズ対策政策研究事業) 

（総合）分担研究報告書 

拠点病院集中型の HIV診療から、地域分散型の HIV患者の医療・介護体制の構築 

看護職の視点で行う地域連携に関する研究 

  

研究分担者 

研究協力者 

 

 

鈴木 明子 

石田 ゆかり 

佐藤 愛 

神明 朱美 

丸山 あかね 

城西国際大学看護学部看護学科 教授 

城西国際大学看護学部看護学科 助教 

城西国際大学看護学部看護学科 助教 

城西国際大学看護学部看護学科 助教 

城西国際大学看護学部看護学科 助教 

 

研究要旨 

高齢化の進む HIV 感染者を受け入れる介護施設が増えることを目的として，主に介護施設を

対象とした意見交換会を開催した。参加率は約 2％であり，現時点では，介護施設における

HIV 感染者の受け入れへの関心は低く，意見交換会では受け入れ施設の増加に貢献できなかっ

た。HIV 感染者を地域の施設で受け入れるには，感染症対策のできる施設に依頼して受け入れ

施設数を増やすだけではなく，感染症対策ができる職員を特定処遇改善加算の対象にする体制

を作ることや，医療と介護の一体化に高齢化した HIV 感染者の事例を取り上げて解決方法を市

町村ごとに検討する必要がある。 

 

Ａ. 研究目的 

 高齢の HIV 感染者は，HIV 非感染者と同様にさ

まざまな併存疾患を抱え，日常生活がままならな

くなると，地域の介護事業所の訪問介護サービス

を利用することや，介護施設へ入所することも増

えると予想される。しかし，受け入れを断られて

利用できないことがしばしば起こっている。 

本研究は，高齢の HIV 感染者が多い地域にある

介護事業所や，将来医療福祉職に就く大学生が，

地域で療養する HIV 感染者に関心を持ち，HIV 感

染者を受け入れる施設が増えることを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

１．意見交換会の開催 

「意見交換会～HIV 陽性者の長期療養を地域で

支えていくために～」を，2023年9月30日（土）

にオンラインで開催した。対象は，65 歳以上の

HIV 感染者の割合が多い千葉県内の二次医療圏

（山武長生夷隅・香取・海匝・市原）の介護事業

所 308 施設，県内の保健所と千葉県エイズ治療拠

点病院，中核地域生活支援センターの合計 355 施

設とした。また，65歳以上の HIV感染者数が多い

安房医療圏，柏市と千葉市の介護事業所 419 施設

も対象とした。将来医療福祉職に就く大学生で，

HIVに関心を持つ学生にも紹介した。内容は，「千

葉県内の HIV の最近の動向（医師の立場から）」

「HIV 陽性者の日常生活（看護師の立場から）」

「地域との連携の現状（ソーシャルワーカーの立

場から）」「当事者からのメッセージ」というテー

マで，4名の講演と質疑応答を行った。 

9 月の参加者と県内の保健所，千葉県エイズ治

療拠点病院あわせて 36 施設には，ステップアッ

プ講習会として，HIV 感染者の受け入れを経験し

た施設から講師を迎えた意見交換会を，2023 年

11 月 26 日（日）に対面で開催した。厚生労働科

学研究費補助金以外の研究費により，9 月に対象

とした HIV 感染者の割合が多い医療圏にある上記

308 施設にも案内を送付し，合計 344 施設を対象

とした。講演内容は，「自宅退院に必要な調整の

仕方について」「病気を理解すれば，ケアの介助

も怖くない」「福祉施設における感染管理と生活

の実際について」というテーマで 4 名の講演と，

自施設や地域で受け入れをするにはどうするかを

テーマにした意見交換を行った。 
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 ２．講演会の開催 

 「薬害エイズ事件の被害と現在，今後の課題 

～薬害エイズ事件を教訓に，二度と薬害を繰り返

さないために～」を，2023 年 5 月 17 日（水）に

対面で開催した。対象は，A 大学薬学部医療薬学

科 1 年生 50 名，福祉総合学部福祉総合学科 2～4

年生 60 名，福祉総合学部理学療法学科 3 年生 76

名，看護学部看護学科2年生110名のあわせて296

名である。講演では，薬害エイズ訴訟，HIV 医療

と被害者救済について講師にお話しいただき，薬

害 HIV の被害者がどのようなことで困っているか

提示していただいた事例について，複数の学部の

学生でグループになり，支援について話し合った。 

  

Ｃ. 研究結果 

 １．意見交換会 

 9 月のオンラインでの開催は，14 施設 16 名の

申込があった。郵送した全施設数 774 に対する出

席率は，1.8％であった。また，大学生 8 名や関

係者もあわせた出席者総数は，36 名であった。

HIV の治療が進歩しても感染者の立場は変わらな

いと講演を聴いて感じた，患者の高齢化に伴い地

域での生活に関する問題が生じていることを理解

した，セクシャルティに関する配慮不足を感じた，

という意見が出された。 

11 月の対面での開催は，8 施設 8 名の申し込み

があったが，介護施設からの申し込みはなかった。

郵送した全施設数 344 に対する出席率は，2.3％

であった。大学生 2 名や関係者もあわせた出席者

総数は，16名であった。出席者間での意見交換会

では，現状では地域での受け入れ態勢が不十分で

ある情報が共有され，そのための仕組みづくりに

ついて議論した。感染症に関して知識を習得して

理解を深めることも大事であること，注射剤も含

めた治療法の進歩について，この機会を期に知る

ことができた，という意見もあった。 

２．講演会 

学生の所属学部や学年は異なるが，高校などの

学校教育の中で HIV について学ぶ機会がこれまで

にあっても，薬害 HIV について知る機会はほとん

どなかった。患者だけではなく家族も含めて社会

からの偏見や差別を受けていること，報道などに

晒されること，医療従事者からも不当な扱いを受

けたことなどを知り，患者や家族の思いを想像し

た。高齢化しつつある薬害 HIV 被害者が抱える薬

の問題，通院の問題などを他学部他学科の学生と

ディスカッションすることで，さまざまな職種と

関わりながら課題を解決していく必要があること

を理解した。 

 

Ｄ. 考察 

高齢の HIV 感染者が多い地域にある介護事業所

が，地域で療養する HIV 感染者の受け入れが進む

ことを目的として意見交換会を行ったが，土曜日

のオンラインでの参加者はあっても，日曜日の対

面での参加者はなかったことから，介護事業所の

職員を対象に研修会等を行うには，平日の勤務内

に，勤務の一環として実施するなどの工夫が必要

だと考えられる。多くの施設に呼び掛けても参加

は 2％にとどまることから，広く多くの施設に受

け入れを呼びかけるよりも，新型コロナウイルス

感染症患者を受け入れたことのある施設など，感

染症に対して拒否感を持たず，感染対策が出来て

いる施設に対して，HIV 感染者の受け入れが進む

ように拠点病院と関係性を構築していく方が，地

域での HIV 感染者の受け入れが確実に進むと考え

られる。 

また，HIV 感染者の受け入れにあたり，スタッ

フの感染対策に自信がないことを理由に断る施設

があるため，感染対策のできる介護職員は「技能

のある介護職員」として認定し，さらに経験があ

れば特定処遇改善加算の対象となるような仕組み

を作り，施設全体で感染対策のレベルが向上すれ

ば，施設の受け入れが可能になるかもしれない。 

HIV 感染者に介護が必要になっても，治療を続

けることは必須である。今は医療と介護の一体的

な改革を市町村で取り組んでいるところであり，

これを活かせば高齢化した HIV 感染者への具体的

な課題解決策や支援体制構築を検討することも可

能になると考える。この場合は，市町村と拠点病

院の接点も必要になり，必要に応じて保健所を介

すことも有効だろう。 

 講演会では，HIV についてまだ知らなかった話

を学生が聴く機会となった。ディスカッションで

「受診できなくなったら病院の近くに引っ越せば

よい」という意見と，それに反対する意見が出た

グループもあり，さまざまな課題を抱えている対

象者に対して多くの職種で支援を考える場合に，

どのような過程をたどって解決策を考えるか経験

し，それを通じて自分の専門性や他の職種の専門

性について知るきっかけとなっていた。 

 

Ｅ．結論 

主に介護事業所を対象にした HIVの意見交換会
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を土日で開催したところ，参加率は約 2&であり，

HIV 感染者を受け入れた経験のある施設の具体的

な講演に興味関心を持つ介護施設はなく，HIV 感

染者を受け入れる施設を地域で増やすことに結び

つかなかった。また，将来医療福祉職に就く大学

生が薬害 HIV に関する講演を聴くことで，人とし

て医療従事者として HIV 感染に関心を持つことに

効果的であった。 

 

Ｆ．研究発表 

 1.  論文発表 

   なし 

2.  学会発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

       

  

Ｇ．知的所有権の取得状況 
 1.特許取得   なし 
 2.実用新案登録 なし 
 3.その他    なし 
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令和５年度（2023年度） 

厚生労働科学研究費補助金(エイズ対策政策研究事業) 

（総合）分担研究報告書 

拠点病院集中型の HIV診療から、地域分散型の HIV患者の医療・介護体制の構築 

HIV感染者に係る看護職･介護職の意識の変化に関する研究 

 
研究代表者 
研究協力者 
 
研究分担者 
 

猪狩 英俊  千葉大学医学部附属病院  
柴田 幸治 千葉感染制御研究所    
古谷 佳苗  千葉大学医学部附属病院 
葛田 衣重 千葉大学医学部附属病院  
谷口 俊文  千葉大学医学部附属病院 
矢幅 美鈴  千葉大学医学部附属病院  

感染制御部 教授 
代表 
看護部 看護師 
感染制御部特任研究員 
感染制御部 准教授 
感染制御部 助教 
 

研究要旨 

現在 HIV感染者の高齢化進んでおり、いわゆる高齢者の疾病、脳血管疾患やがん等々の医療が必要と

なる、あるいは介護等が必要となる場合が多くなってきている。しかし未だに診療や施設への入所を拒

否されることも散見される。 

そこでこれらの事象の原因を探るための調査を行ってきたが、今回は現在 HIV 感染者の診療の補助

や施設での介護に就いている看護職や介護職の気持ちの変化について調査を行った。その結果、最初は

当該業務に就くことに否定的な感情を持っていたが経験することにより拒否感は無くなり、積極的に

かかわろうとする者も出てきていた。その変化の要因は、HIVに関する科学的な知識を得たことと経験

であった。施設等の管理者が、担当者が拒否する事を断る理由には当たらないことが明らかになった。 

必要なことは HIV に関する正しい知識を得る機会を設けることと、施設内で受け入れに関するコン

センサスを得る機会を設けることであり、また担当者の気持ちにも配慮した対応も重要な視点である。 

 

Ａ. 研究目的 

 現在あるいは過去に HIV 感染者の診療の補助や

介護に就いた経験のある看護職や介護職は当初か

ら当該業務に対する気持ちの変化等を明らかにす

ることにより、今後就業する機会があると思われ

る同職種の方々へのアドバイスが得られることに

より受け入れ拡大の一助することを目的とする。 

また結果から受け入れ拒否等の原因が、ある意

味整合性のある物であるかも明らかにする。 

 

Ｂ．研究方法 

1) 千葉県内の HIV 拠点病院、過去に受け入れ

経験のある医療機関及び高齢者福祉施設の看

護職及び介護職に対しアンケート調査を実施

した。 
2) 方法はアンケート用紙の郵送による送付回

収で行った。 
  

（倫理面への配慮） 

 回答は無記名であるが、個人の情動に係ること

のため千葉大学大学院医学研究院倫理審査を受け

承認された。 

Ｃ. 研究結果 

2023年 2月に 27医療機関及び 37高齢者施設へ

郵送にて依頼し、64機関 79人より回答を得た。 

回答は全て複数回答可とした。 

 

問１．HIV 感染者に係る看護・介護に最初に就いた時

のお気持ち 

 
① とてもいやだった 
② いやだった 
③ いやだと思う気持も少しはあった 
④ 特に気にしなかった 
⑤ 興味があった 
⑥ とてもやりがいがあると思った・是非やりたいと思った 
⑦ その他 
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問２．最初なぜそのように思いましたか 

 
① HIV 感染について知識が無かったから 
② 感染すると怖いと思ったから（針刺し等の不安…） 
③ 感染者への対応に不安があったから（どう接したらいいのか…） 
④ セクシャリティーや生活態度から感染者に対しあまりいい

感じが持てなかったから 
⑤ セクシャリティーや生活態度から感染者に対し拒否感があ

ったから 
⑥ そういう職場で働いていることが他人に知られたくないと思

ったから 
⑦ HIV 感染症に興味があったから 
⑧ HIV 感染症患者の看護をしたいと思っていたから 
⑨ 与えられた仕事だったから 
⑩ その他 

 

問３．問１で①、②、③と答えた方だけ にお聞きしま

す。そのような気持ちがあった上で就業された当

初のお気持ちをお聞かせください 

 
① そういった気持ちがある自分を許せない心情もあった 
② そういった気持ちがある自分が看護職（介護職）に向いて

いないなとも思った 
③ 何とか努力して払しょくできるように努めようと思った 
④ あえて気持ちを変えることもないかなと思った 
⑤ いやだけど命令された仕事だから仕方なくでもやろうと思った 
⑥ とにかく仕事さえしっかりできればいいのではと思った 
⑦ その他 

 

問４．現在 HIV 感染者に係る看護･介護に就いていま

すが、現在のお気持ちは。 

 
① とてもいやだと思っている 
② いやだと思っている 
③ いやだと思う気持も少しはある 
④ 特に気にしていない 
⑤ 興味がある 
⑥ とてもやりがいがあると思っている・是非続けたいと思って

いる 
⑦ その他 

 

問５. 現在 HIV 感染者に係る看護･介護に就いていま

すが当初の気持ちと変わりましたか。 

 
① 変わらない 
② 肯定的に少し変わった（HIV 感染者を受け入れる気持ちが

出てきた） 
③ 肯定的に大きく変わった（HIV 感染者を受け入れる気持ち

が強くなった） 
④ 否定的に少し変わった（少しいやになった）    
⑤ 否定的に大きく変わった（とてもいやになった） 

 

問６. 前問（問５）で②～⑤、つまり変わったと回答さ

れた方にお聞きします。どうして変化したのだと

思いますか。 

 
① 科学的知識が得られ、感染に関する恐怖が薄らいだから 
② 対象者と話したり、接することで新たに受容感や友好感が

生まれから。 
③ 対象者と話したり、接することで今までの受容感や友好感
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が更に強くなったから 
④ 対象者と話したり、接することで今までの拒否感や嫌悪感

が薄らいだから 
⑤ ただ慣れたから 
⑥ 今までの経験とあまり変わらず、特別なことはなかったから。 
⑦ 対象者と話したり、接することで新たに拒否感や嫌悪感が

生まれてしまったから 
⑧ 対象者と話したり、接することで今までの拒否感や嫌悪感

が更に強くなったから 
⑨ 対象者と話したり、接することで今までの受容感や友好感

が薄らいだから 
⑩ その他 

 

問７. 今後 HIV 感染者の看護や介護に就くかも知れ

ない同職種の方々に伝えたいことは 

 
① 感染に関する科学的知識はしっかり勉強してから就くべき 
② 職種からして偏見などがある状態でその仕事に就くべきで

はない 
③ 多少の受け入れない気持ちがあってもいいから、きちんと

仕事に就くべき 
④ 経験をする中で知識も受け入れる気持ちも拡がってくるもの 
⑤ 感染者に対し拒否する気持ちや、嫌悪感があってもその

ままでいい 
⑥ 拒否意識があってもそれを表に出さずに、やるべきことを

確実に実践することがプロといえる 
⑦ その他 

 

Ｄ. 考察 

１．HIV 感染者の医療や介護に就くこととなった

当初の気持ち 

就業当初は「いや」という否定的な気持ちを持

った方が 47％、「気にしない」とした方が 53％で

あり、一方「興味」「やりがい」があるとした方が

22％であった。（複数回答可としたため合計で 10％

を超える。以下同様） 

年齢別に集計したものが図 1 であるが、1985～

1987 年頃いわゆるエイズパニックを経験した 10

代であった現在 50 歳代以降の方拒否感があるか

と調べた結果差は無かった。50歳代以降の方はそ

れぞれの職のベテランとなっており、仕事への向

き合い方が既に確立されている、一方それより若

い世代は、単に一つの感染症としてとらえている

ことと推定した。 

 

否定的な気持ちの原因は、多くは自分への感染

の恐怖感で 42％も占めた。また HIVに関する知識

が不足していることも 25％の方が原因としていた。

また気にしない原因を与えられた仕事だからと割

り切って業務ついているということも明らかにな

った。 

HIV 感染者のセクシャリティーへの嫌悪感や拒

否感は 11％はあったものの多くは無かった。 

当初否定的な気持ちがあった方がどのようにし

て仕事を続けられたか、またそのように感じた自

分に対してどのような考えであったかを聞いたが、

何とか努力して払しょくできるように努めようと

思った方が 20％で最も多かった。命令された仕事

だから、とにかく仕事だからと割り切った考えの

方が 19％であった。 

そのような中、そういう気持ちになった自分を

許せない、あるいは自らの職種に自分は向いてい

ないのではと、職に対する理想像から自分を責め

る気持ちを持っている方が 10％いた。 

 

２．HIV感染者の医療や介護の就業を続けたことでの

気持の変化 

就業当初と気持ちの変化はないとした方が 44％

でした。少し肯定的になった方が 37％、大きく肯

定的になった方が 14％と変化しています。一方逆

に否定的となった方が 1 人いましたが、その原因

までは調査できていません。 

 

変化なしとした方の多くは、当初気にしないと

した方でした。図 2 に示すように全て肯定的方向

図１ 

図２ 
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へ変化しており、当初「少しいや」とした方からも

やりがいや興味を持つ方も出ていました。 

そしてその肯定的に変化した原因は HIV に関す

る知識が得られたことした方が最も多く 35％でし

た。また仕事に就くことにより HIV 感染者と反し

たり接することで拒否感が薄らいだ、更に強くな

ったという方が、合わせて 37％となった。これを

担当経験年数で比較したものが図 3であるが、HIV

に関する知識が得られたことが原因としたものは

経験年数が少ない者ほど多かった。 

 
 

３．今後 HIV 感染者の看護や介護に就くかも知れな

い同職種の方々に伝えたいこと 

HIV に関する知識を持って仕事に就くべきとい

う意見が 57％で最も多かった。また経験をする中

で知識も受け入れる気持ちも拡がってくるものと

いった意見が 53％であった。この結果は知識と経

験というごく当たり前のことではあるが、逆に自

分たちの当初はそういったことが十分ではなかっ

たという状況であったことからの意見とも考える

ことができる。 

自分たちの職にあっては、偏見などがある状態

でその仕事に就くべきではないという意見もある

が 8％と少なった。一方拒否感や嫌悪感があって

もいいので、仕事としてしっかりやるべきとした

意見が合わせて 57％であった。この結果を経験年

数ごとに示したものが図 4である。 

 
知識を持ってからという意見は経験年数を問わ

ずほぼ同じ割合であった。何より経験とした意見

はまさに経験年数が増えるにしたがって増加して

いた。 

以上のことから看護職や介護職に対し HIV 感染

症に関する現時点での科学的な知識の付与が最も

大事なことであり、また拒否的あるいは更に嫌悪

感があってもその気持ちを否定しなくても良いの

で、仕事をしっかりやることがプロの矜持である

こと。そして経験者からの「最初は同じようにそ

うだった」でもやってみたら他の感染症と何ら変

わることなく、やりがいや興味を持つ人たちも出

てくるということを伝えていくことも必要なこと

と思われる。 

先行研究※1 で施設内で受け入れ拒否の原因は誰

にあるかの質問に、それぞれの立場で自分ではな

く他職を理由に挙げていることが分かった。（図５） 

図５：受け入れ拒否の原因は誰にあると思いますか（職制別） 

 
更に別の機会※2 に実施したアンケート調査では

図６のとおり、U=Uについて知らない者が多く、自

施設内で HIV 感染者の受入について話し合いもな

されていない現況が明らかとなった。 

 
このことから高齢者施設において受け入れ拒否

の原因は、HIV 感染症に関する現在の科学的知識

を得る機会がないこと、また受け入れに関する施

設内での会議・話し合いがないことが大きな原因

の一つであることが明らかとなった。 

 

※1；柴田 他「高齢者福祉施設における HIV 感染

者受け入れに関する調査結果」2020年第 34回日

図３ 

図４ 

図６ 
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本エイズ学会（千葉） 

※2；2023 年 10 月 28 日東葛北部感染対策地域支

援ネットワークが開催した高齢者施設の看護職

と介護職を対象とした感染対策研修会 

 

Ｅ．結論 

HIV 感染者の高齢化に伴い、福祉施設等におけ

る HIV 感染者の受入をスムーズに行うために、職

員に対する正しい知識の啓発と、施設内における

受け入れに係るコンセンサスを得る機会を作るこ

とが必要不可欠である。 

また啓発は HIV に関する科学的知識のみならず、

担当者の気持ちにも配慮した内容も重要な視点で

ある。 

これらの策をなすには、医療機関側が積極的に

啓発に係る努力も重要だが、保健所等の果たす役

割も極めて大きいと思われる。 

 

 

  

 

Ｆ．研究発表 

 1.  論文発表 

 予定なし 

 

2.  学会発表 

 口頭発表 

柴田幸治 他「HIV感染者に係る看護職･介護職

の意識はどう変わるのか」2023年第 37回日本

エイズ学会 京都 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

   

 1. 特許取得 

 なし 

 2. 実用新案登録 

 なし 

 3. その他 

 なし 
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令和５年度（2023年度） 

厚生労働科学研究費補助金(エイズ対策政策研究事業) 

（総合）分担研究報告書 
拠点病院集中型の HIV診療から、地域分散型の HIV患者の医療・介護体制の構築 

 
研究分担課題 HIV感染症患者の長期療養における臨床心理的支援に関する調査研究 

  
 
 
 
 
 

 
 

研究課題１「HIV感染症患者の長期療養における心理社会的課題とその支援に関する後方視的調査」 

 

Ａ．研究目的 

 HIV 感染症患者の高齢化により、拠点病院にお

ける診療から患者を最適な地域療養につなげてい

くために長期療養体制の構築が目指される。長期

療養における HIV 感染症患者の心理社会的課題に

対し、どのように心理支援を提供するかが課題で

ある。本研究では、HIV感染症患者の長期療養にお

ける心理社会的課題と実施された支援の実態を明

らかにする。 

 

Ｂ．研究方法 

1．調査の概要 

千葉大学医学部附属病院感染症内科に定期通院

しており、2017年～2021年の間に死亡した HIV感

染症患者８名の診療録を対象とし、2021 年 12 月

～2023年 5月に調査を実施した。 

2．調査の手続き 

2－1．心理社会的課題の定義づけ 

 HIV感染症患者の長期療養における心理社会的 

課題に関する先行研究から、課題の項目を抽出し、 

データを分析するための定義とした。 

2－2．心理社会的課題の分類 

診療録から、心理社会的課題によるニーズに関 

する記述（治療状況、生活・サポート状況、心理状

況に関する記述）を収集した。記述内容を意味の

あるまとまりごとに分類したのち、定義づけした

心理社会的課題ごとに分類した。 

2－3．心理社会的課題に対する支援の実態の分析 

課題によるニーズへの介入に関する記述から、 

支援の実態を調べた。 

（倫理面への配慮） 

 本研究は千葉大学大学院医学研究院倫理審査委

研究代表者 猪狩 英俊  千葉大学医学部附属病院 感染制御部 教授 
研究協力者 渡邉 未来  千葉大学医学部附属病院 感染制御部 臨床心理士 

葛田 衣重  千葉大学医学部附属病院 感染制御部 特任研究員 
田代  萌  千葉大学医学部附属病院 感染制御部 臨床心理士 
伊藤奈穂子 千葉大学医学部附属病院 感染制御部 臨床心理士 
新津 富央  千葉大学大学院医学研究院精神医学  准教授 

研究要旨 

 HIV 感染症患者が抱える心理社会的課題は、合併症による病気療養や介護の必要性によるサー

ビス選択など、地域療養につながる際の意思決定に影響を与える可能性がある。HIV 感染症患者

が安心して地域療養を受けるために求められる心理職の役割について検討する。 

 ３年間の研究では、HIV 感染症患者の長期療養における臨床心理的支援の視点を明らかにする

ことを目的とした。長期療養における心理社会的課題に関する後方視的調査（研究課題１）では、

「HIV感染症のスティグマ」や「援助要請の難しさ」に対する支援の難しさがあることや、終末期

に向けて家族関係の支援が求められることが明らかになった。また、慢性期からの意思決定に関

する面接調査（研究課題２）では、家族関係を大切にしたい思いと自分の望みより家族の事情を

優先したい思いとの間で患者が葛藤する可能性があることが明らかになった。 
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員会の承認を得て実施した（承認番号 M10172）。研

究に関する説明・同意については、千葉大学医学

部附属病院感染制御部・感染症内科ホームページ

にて情報公開文書によりオプトアウトを行った。

収集したデータは、患者 ID・氏名・年齢・住所を

削除し、特定の個人が容易に識別できないように

加工して管理した。 

 

Ｃ．研究結果 

1．対象者の概要 

8名の対象者の性別は全て男性であり、死亡時 

の年代は 40 代から 70 代と様々であった(図１)。

HIV感染症の罹患歴は、10年以上 20年未満が 8名

中 5名、20年以上が 8名中 2名であり、長期に渡

っていた(図２)。死因は癌が 8 名中 5 名であり、

最も多かった(図３)。 

 

 

 

 

サポート源は家族や知人が 8 名中 7 名と最も多

く、訪問診療・訪問介護、介護サービスも利用され

ていた（図４）。HIV感染症を告知した相手は、い

ずれも終末期に患者をサポートしていた親・パー

トナー、兄弟姉妹などの重要他者だった（図５）。 

 

 

 

2．長期療養における心理社会的課題(表１)   

2－1．心理社会的課題の定義 

 先行研究から、「HIV感染症のスティグマ」「神 

経認知障害」「QOLの低下」「メンタルヘルスの問 

題」「適応的な対処行動の難しさ」「ソーシャルサ 

ポートへのつながりにくさ」の項目を抽出した。 

さらに、データ分析の過程で抽出された「援助要 

請の難しさ」を加えて計 7領域に渡る心理社会的 
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課題を定義とした。 

2－2．心理社会的課題によるニーズの概要 

 ニーズが多く生じていた心理社会的課題は、「H 

IV感染症のスティグマ」8名中 6名、「神経認知機 

能障害」8名中 5名だった。また、「HIV感染症の 

スティグマ」の終末期のニーズとして、医療ケア 

や介護サービスの選択に際して家族や拠点病院以 

外の専門機関への HIV感染症の開示に関する懸念 

が生じていた。また、「援助要請の課題」は 8名中 

3名に生じており、メンタルヘルスの問題や QOL 

の低下など客観的に支援が必要と思われる状況に 

も関わらず、患者を支援につなげることに難しさ 

があった。 

３．心理社会的課題に対する支援の実態(表２) 

課題による患者のニーズに対して有効だった支

援は全体的に不足していた。特に、慢性期の「HIV

感染症のスティグマ」や、慢性期および終末期の

「援助要請の難しさ」に対する有効な支援は不足

していた。一方で、終末期の「HIV感染症のスティ

グマ」については、意思決定で必要とされる家族

や非 HIV 関連の専門機関への疾患の開示に関する

患者個々のニーズに応じた支援が有効であったと

いえる。 

 

Ｄ．考察  

1．心理社会的課題に対する支援の難しさ 

 HIV 感染症のスティグマや援助要請の難しさに

よるニーズに対する有効な支援が不足していたこ

とから、これらの課題への介入には難しさがある

と考えられる。特に援助要請の難しさについては

有効な支援が見出されなかったことから、患者に

提供されるべき支援が不足しているだけでなく、

支援者側にも何らかの介入の困難さが生じている

と推測される。 

2．終末期に向けた支援 

医療ケアや介護サービスの利用にあたっては家

族とのつながりが重視される。HIV 感染症のステ

ィグマによる終末期の HIV 感染症の家族への開示

の懸念に対して、患者への必要な情報提供や家族

関係の理解に基づいた支援が有効であったことか

ら、患者と家族とのつながりを回復するための支

援は重要である。 

3．求められる心理支援の視点 

長期療養においては、患者の援助要請の難しさ

の理解に基づき、アウトリーチの視点を持って支

援者側から患者に関わっていく支援が求められる。

その際に、支援者側が提供しうる支援の準備をし

ておくことが、介入の難しさを軽減すると考えら

れる。例えば、患者の身近な人とのつながりにく

さについて心理職につなぐことや、利用可能な社

会資源に関する情報を持って患者のニーズを聞い

ていくことがあげられる。 

本研究の限界として、対象とした患者数が少な

く、一般化することには難しさがある。今後は、こ

れから終末期を迎える患者への支援の実態を調査

し、介入の難しさが示された心理社会的課題への

有効な支援を明らかにすることにより、患者を最

適な地域療養につなげられるようにすることが期

待される。 

 

Ｅ．結論 

長期療養では多くの心理社会的課題によるニー 

ズを患者が抱えているが、援助要請の難しさによ

り提供されるべき支援は不足している。支援者に

よる積極的な支援、家族とのつながりの支援にお

ける心理職の活用が求められる。 

 

Ｆ．研究発表 

1．論文発表 

 なし 

2．学会発表 

 HIV 患者の長期療養体制の構築 HIV 感染症患

者の長期療養体制における心理社会的課題とその

支援に関する後方視的調査 日本エイズ学会、

2023年、京都 
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Ｇ．知的所有権の取得状況 

１．特許取得 

 なし 

２．実用新案登録 

 なし 

3．その他 

 なし
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表１．HIV感染症患者の長期療養における心理社会的課題とニーズの概要 

 

表２．心理社会的課題によるニーズと支援の介入状況 
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研究課題２「高齢 HIV感染症患者の長期療養体制における臨床心理的支援に関する調査研究」 

 

A．研究目的 

HIV/AIDS が長期生存可能な疾患となった結果、

HIV感染症患者の合併症に対する治療や生活支援、

終末期の介護や看取りが課題となっている。地域

療養の支援のために、患者の意思決定プロセスに

おいてどのように心理支援を提供するかが課題で

ある。本研究では、HIV感染症患者の慢性期からの

意思決定における促進要因と阻害要因について心

理支援の視点から明らかにする。 

 

B．研究方法 

1．調査の概要 

千葉大学医学部附属病院感染症内科を定期通院

している 60代～70代の HIV感染症患者９名を対

象として、2022年 9月～2023年 10月に面接調査

と質問紙調査を実施した。 

2．調査の手続き 

2－1．面接調査の質問項目 

１）価値観に関する質問 

 「これまでの暮らしで大切にしてきたこと」 

２）将来の療養や介護に対するイメージに関する

質問 

 ①「療養が必要になった時のイメージ」（治療 

を受けたい病院・サポートしてほしい人・ 

過ごしたい場所） 

 ②「介護が必要になった時のイメージ」（介護 

を受けたい場所・介護を頼みたい人） 

 ③「療養や介護について一緒に判断してほし 

い人」 

 ④「療養や介護に対する代理意思決定の希望」 

３）面接調査を受けての感想 

2－2．質問紙調査の質問項目 

基本情報（性別・年齢・セクシャリティ・最終学

歴・HIV感染症の罹患歴）、現在の家族関係（同居

者の有無・HIV感染症を告知した相手）について 

 

回答してもらった。 

2－3．面接調査までの手続き 

 初めに、調査日より前々回の定期受診後に調査 

項目を簡素化した内容で予備的問診を行った。次 

に、調査日より前回の定期受診後に研究調査の説 

明を書面により行い、調査参加への同意を口頭に 

て得た。調査当日の定期受診後、面接調査参加へ 

の同意を文書により確認した後に面接調査を実施 

した。 

2－4．当日の調査の手続き 

30～40分程度の構造化面接を実施した後、5分 

程度の質問紙調査を行った。患者が記入した質問

紙は調査者が直接受け取った。 

2－5．分析手法 

面接調査の逐語録について、選択肢に対する回 

答は数を集計し、自由回答による回答は質問項目

ごとに意味のあるまとまりごとに分類しカテゴリ

ー化した。 

面接調査による質問項目のうち、価値観および 

将来の療養や介護に対するイメージに関する回答

のカテゴリーを、｢自分の価値観や希望を表明でき

る：促進要因｣と「自分の価値観や希望を表明する

ことが難しい：阻害要因」に分類した。 

最後に、面接調査に対する感想について、回答 

を意味のあるまとまりごとに分類し、カテゴリー

化した。 

（倫理面への配慮） 

本研究は千葉大学大学院医学研究院倫理審査委

員会の承認を得て実施した（承認番号 M10397）。倫

理審査委員会で承認の得られた同意説明文書を研

究対象者に渡し、文書および口頭による十分な説

明を行い、研究対象者の自由意思による同意を文

書で得た。収集したデータは、患者 ID・氏名・年

齢・住所を削除し、特定の個人が容易に識別でき

ないように加工して管理した。 

C．研究結果  

1．対象者の概要 
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性別は男性が 9名中７名、女性が２名であり、 

年代は 60代が 9名中 4名、70代が 5名だった

(図１)。セクシャリティは、ヘテロセクシャル、

ゲイ、バイセクシャルと様々だった(図２)。HIV

感染症罹患歴は、10年以上 20年未満が 9名中４

名、20年以上が 5名と長期に渡っていた(図

３)。 

 

 

 

同居している相手は、配偶者、配偶者と子、息

子夫婦、兄弟夫婦がおり、3名が独居だった(図

４)。HIV感染症について開示した相手は、配偶

者のみ、配偶者とその他、息子夫婦であり、4名

が誰にも開示していなかった(図５)。開示してい

ない 4名のうち、2名が家族と同居していた。 

 

 

2．慢性期からの意思決定における促進要因と阻

害要因 

2－1．自分の価値観や将来の希望について表明で 

きる：促進要因(表２) 

これまでの暮らしで大切にしてきたことについ 

て、「家族と過ごす時間」が 9名中 5名、「家族の

負担にならないこと」が 9名中 3名により選択さ

れた。家族関係を大切に考えていることがわかっ

た。 

病気療養の希望については「現在の拠点病院で 

過ごしたい」人が 9名中 6名、介護の希望につい

ては「自分の状態に合った介護サービスを利用し

たい」人が 9名中 6名おり、将来に対する現実的

なイメージを持てている人が半数以上いた。ま

た、療養について「家族によるサポート」を望む

人が 9名中 6名おり、家族への期待が高いと考え

られる。 

2－2．自分の価値観や希望について表明すること 

が難しい：阻害要因(表３) 

病気療養のサポートの希望について、「家族に 

負担をかけたくない」理由から希望を表明できな

いという人は 9名中 3名だった。また、代理意思

決定の希望について、「信頼する家族の事情を最

優先で決めてよい」と回答した人は 9名中 6名で

あり、自分の考えよりも家族に負担をかけたくな

い思いのある人が多かった。 

3．まとめ 

 慢性期からの意思決定における促進要因は、家

族関係を大切に考えていることと、大切にしてい
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る価値観があり将来について現実的にイメージで

きていることであった。一方の阻害要因は、家族

に負担をかけたくない思いや、代理意思決定に対

して自分の望みより家族を優先したい思いにより

意思表明しづらくなることであった。そのため、

自分の希望と家族への思いとの間で葛藤する可能

性があると考えられる。 

    

D．考察 

1．慢性期からの意思決定に関する患者教育や情報

提供の必要性 

一般国民に対する人生の最終段階における医

療・療養に関する調査（厚生労働省、2018年）に

よれば、家族や医療介護関係者との話し合いの経

験がない人は 55.1％と半数以上おり、詳しく話し

合った経験がある人は 2.7％とわずかである。一

般的にも慢性期からの意思決定に対する意識は高

くないため、HIV 感染症患者への意思決定に関す

る教育や情報提供は、阻害要因を低減するために

重要であると考えられる。 

2．慢性期からの意思決定における臨床心理的支援 

 患者がそれぞれに大切にしている価値観や将来

について現実的なイメージを持つことができてい

たことから、患者の価値観を理解した上での支援

が求められる。また、患者が家族関係を大切に考

えている一方、自分の考えより家族の都合を優先

しようとするような葛藤する思いを抱えている可

能性があることを理解し、家族関係を支援すると

いう視点が重要である。 

本研究の限界として、調査対象者が少なく一般

化するには難しさがある。今後は、より多くの対

象者に調査を実施し、慢性期から意思決定を行う

ために、HIV 診療で提供し得る心理支援について

検討し、終末期に患者の望む地域療養へつなげら

れるようにすることが期待される。 

 

E．結論 

 HIV 感染症患者の慢性期の意思決定支援におい

ては、意思決定に関する患者教育を前提とし、患

者個々の促進要因と阻害要因の理解および家族関

係の支援が求められる。 

 

F．研究発表 

1．論文発表 

 なし 

2．学会発表 

HIV 患者の長期療養体制の構築 高齢 HIV 感染

症患者の長期療養体制における臨床心理的支援に

関する調査研究 日本エイズ学会、2023年、京都 

 

G．知的所有権の取得状況 

１．特許取得 

 なし 

２．実用新案登録 

 なし 

3．その他 

 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44



表１．価値観や希望について表明された回答：促進要因 

 

 

表２．価値観や希望を表明することの難しさを示した回答：阻害要因 
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